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は じ め に 

本市では、平成 30 年３月に「銚子市障害者福祉計画」、

令和３年３月に「第６期銚子市障害福祉計画・第２期銚子

市障害児福祉計画」を策定し、保健・医療、教育、雇用・

就労、福祉のまちづくり、福祉サービスの充実等、各分野

にわたる障害者施策を推進してきました。 

この間、福祉分野全般では、平成 30 年４月に施行され

た改正社会福祉法で、社会構造や人々の暮らしの変化を踏

まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」

という関係を超えた「地域共生社会」の考え方 

が位置づけられました。障害者施策の分野では、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」、「発達障害者支援法」の改正等の大きな動きが見ら

れました。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行により、障害のある人に限らず、社会的行

動の制限や、医療・福祉サービスの提供の制約により、本市の障害福祉施策にも多大

な影響を及ぼしました。 

こうした背景を踏まえ、障害の有無に関わらず、互いに支え合い、安心して充実し

た生活を共に送ることができる社会を構築するとともに、多様化するニーズに対して、

障害福祉サービスや相談支援等を計画的に提供することが必要となります。このため

に、「銚子市障害者福祉計画（令和６年度～令和 11 年度）」及び「第７期銚子市障害

福祉計画・第３期銚子市障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度）」を新たに策定し

ました。 

本計画では、基本理念を「このまちで共に生きる！すべての人が宝物」とし、これ

を実現するために、「相互理解の促進と権利擁護の推進」「地域での暮らしを支える生

活支援の充実」「保健・医療の充実」「障害のある児童への支援の充実」「雇用・就労の

支援と社会参加の促進」「安全・安心な暮らしの確保」の６つの目標を掲げ、地域共生

のまちづくりを進めていきます。今後、計画を推進していくためには、市民の皆様や

関係者の皆様と行政が協働する取り組みが必要不可欠であり、引き続き、皆様のご支

援とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりますが、本計画の策定に参画いただいた銚子市自立支援協議会委員の皆

さまをはじめ、貴重なご意見やアンケート調査など、ご協力をいただいた市民・事業

所の皆さまに深く感謝を申し上げます。 

令和６年３月 

銚子市長  越 川 信 一 
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１ 計画策定の趣旨 
 

本市では、障害者基本法に基づき、「全ての国民が障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである

との理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ため、平

成 30 年３月に「銚子市障害者福祉計画」、令和３年３月に「第６期銚子市障害

福祉計画・第２期銚子市障害児福祉計画」を策定し、障害のある人の権利擁護や

社会参加、市民の意識啓発など、障害者（児）の施策を推進するとともに、生活

や就労、居住などの支援を目的とする障害福祉サービスや地域生活支援事業の

提供体制の整備などを推進してきました。 

障害者（児）を取り巻く状況は、少子高齢社会の進行など社会情勢が変化す

る中、障害のある人の高齢化が進み、障害の重度化、重複化も進んでいます。

また、障害のある人の家庭においても介護者の高齢化が進むとともに、核家族

化をはじめとした家族形態の変化に伴い、地域における介助・支援機能が低下

するなど、大きく変化しています。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害

者総合支援法」という。）をはじめ、児童福祉法や発達障害者支援法の改正によ

り、障害のある人が自らの望む地域生活を営むことができるよう、支援の一層

の充実が求められています。また、ニーズの多様化にきめ細かく対応するため

の支援の拡充など、サービスの質の確保及び向上を図るための様々な環境整備

を進める必要があります。 

さらには、平成 30 年４月に施行された改正社会福祉法では、社会構造の変

化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えた「地域共生社会」の考え方が位置づけられまし

た。地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく社会を目指していくことが重要です。 

こうした背景を踏まえ、障害の有無に関わらず、互いに支え合い、安心して

充実した生活を共に送ることができる社会を構築するとともに、多様化する

ニーズに対して、障害福祉サービスや相談支援などを計画的に提供するため

に、「銚子市障害者福祉計画（令和６年度～令和 11 年度）」及び「第７期銚子

市障害福祉計画・第３期銚子市障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度）」を

新たに策定します。 
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２ 計画の法的根拠 
 

本計画は、次の法律により策定が位置づけられている法定計画です。 

 

（１）市町村障害者計画（障害者基本法第 11 条） 

障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、本市の障害者施策全般に

わたる推進の方向性と具体的な方策を示すものです。 

■障害者基本法 

第 11 条（一部抜粋） 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のた

めの施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定し

なければならない。 

 

（２）市町村障害福祉計画（障害者総合支援法第 88 条） 

障害福祉サービスの提供体制の確保やその他障害者総合支援法に基づく業務

の円滑な実施に関する計画であり、今後必要とされる福祉サービス量を計画的

に整備するためのものです。 

■障害者総合支援法 

第 88 条（一部抜粋） 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」

という。）を定めるものとする。 

 

（３）市町村障害児福祉計画（児童福祉法第 33 条の 20） 

児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、本市の障害児の体制の

整備などを計画的に構築するためのものです。 

■児童福祉法 

第 33 条の 20（一部抜粋） 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体

制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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３ 計画の位置づけ 
 

本計画は、市の最上位計画である「銚子市総合計画」のもと、「銚子市地域福祉

計画」を福祉部門の上位計画としながら、「銚子市子ども・子育て支援事業計画」

「銚子市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」や、その他個別部門計画である「銚

子市地域防災計画」などとの整合性を図り策定しました。 

また、国の「障害者基本計画（第５次）」、千葉県の「千葉県障害者計画（第８次）」

との整合性を図った計画とします。 
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銚子市子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 

子どもの貧困対策推進計画 

銚子市障害者福祉計画 

第７期銚子市障害福祉計画 

第３期銚子市障害児福祉計画 

銚子健康プラン 

男女共同参画計画 

地域防災計画 等の関連計画 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
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４ 計画の期間 
 

「銚子市障害者福祉計画」の期間は、令和６年度から令和 11 年度までの６年

間とします。 

「第７期銚子市障害福祉計画」及び「第３期銚子市障害児福祉計画」の期間は、

令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

なお、策定後の制度改正、福祉・保健・医療などの社会経済情勢の変化により、

必要に応じて見直しを行います。 

 

年度 
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

障害者 
福祉計画 

         

障害 
福祉計画 

         

障害児 
福祉計画 

         

 

 

５ 計画の対象 
 

本計画における障害のある人とは、障害者基本法第２条第１項に基づいた、年

齢に関わりなく、身体障害、知的障害、精神障害、難病及び発達障害等に起因す

る身体又は精神上の障害のある人で、日常生活や社会生活で支援を必要とする人

とします。 

加えて障害のある人を含む、すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推

進するためには、できるだけ多くの市民の理解と協力が必要不可欠です。 

このため、本計画は、障害のある人だけでなく、すべての市民を対象としてい

ます。 

  

第６期 

第２期 

第６期 

第７期 

第３期 

第８期 

第４期 

第５期 
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６ 計画の策定体制 
 

本計画の策定にあたっては、アンケート調査を実施し障害のある人の生活実態、

障害福祉サービス等に対する現状把握を行うとともに、パブリックコメントを実

施し、市民の意見を募りました。さらに、銚子市地域自立支援協議会で計画の内

容や今後の障害福祉施策についての審議を重ねました。 

 

（１）銚子市地域自立支援協議会 

障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育関係者、行政関係者などに

よる銚子市地域自立支援協議会において、計画内容の検討を行いました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

障害のある人や障害のある児童を対象に、日常生活の状況や障害福祉サービス

等における利用意向などを把握し、今後の障害者施策の改善及び展開、充実を図

ることを目的に、令和５年６月にアンケート調査を実施しました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

市民や関係者の意見を反映させるため、本計画の計画案について、令和５年12 月

25日から令和６年１月19 日までの期間でパブリックコメントを実施しました。 
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計画の基本的な考え方 
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１ 計画の基本理念 
 

障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現が求められています。 

また、社会参加に制約がある障害のある人々も地域社会の一員として、ともに

暮らし生きがいをともに創り、高め合い、安心して、自分らしく暮らせるよう、

生活を支えていくことも重要です。 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」となる地域社会の実現のために、

障害のある人の権利の擁護を図り、人権を尊重し、その身近な場所において支援

を受けられ、社会生活のなかで選択の機会が確保される総合的な支援サービスの

提供体制の構築を図ります。 

本計画は、共生する社会の実現への思いを込めて、「このまちで共に生きる！

すべての人が宝物」を基本理念に掲げ、各種施策や取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

このまちで共に生きる！  

すべての人が宝物  
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２ 計画の基本目標 
 

基本理念を実現するため、次の６つの基本目標を設定し、施策を展開します。 

 

基本目標１ 相互理解の促進と権利擁護の推進 

地域共生社会の実現に向け、障害のある人もない人も社会の偏見や差別といった

社会的障壁を取り除くための取組を進めるとともに、市民の理解と協力が得られる

よう啓発活動及び権利擁護の推進を図ります。 

 

基本目標２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 

障害のある人が地域で自分らしい生活を継続できるように、相談支援体制の充実

をはじめ、地域の社会資源を最大限に活用したサービスの提供体制の整備を進めま

す。 

 

基本目標３ 保健・医療の充実 

障害のある人が住み慣れた地域において、日々安心して健康的で自立した生活が

送れるよう、障害の早期発見・疾病の早期治療、さらには障害の重度化・疾病の重

症化の抑制などを図るため、関係機関と連携し、保健・医療サービスの提供体制の

充実を図ります。 

 

基本目標４ 障害のある児童への支援の充実 

障害などにより支援が必要な子どもの健やかな成長を支えていくため、保健・医

療・福祉・教育、就労などの関係機関の連携を強化し、保護者への支援を含め、子

どもの成長に応じた切れ目のない支援の充実を図ります。 

 

基本目標５ 雇用・就労の支援と社会参加の促進 

障害のある人一人ひとりが適性と能力を活かして仕事を持ち、継続して働けるよ

うに、雇用・就労の支援の充実を図ります。 

また、スポーツや芸術文化活動などに触れる社会参加の場の確保、さらには社会

参加をするために必要な移動支援や情報提供などの充実に努めます。 

 

基本目標６ 安全・安心な暮らしの確保 

障害のある人が地域で安全かつ安心に暮らすため、建築物や公共交通機関、道路

などのバリアフリー化・ユニバーサルデザインの導入などを推進します。 

また、災害時の避難行動要支援者の把握を進めるなど、必要な方が適切な支援を

受けられるよう、日頃から地域の見守りや防災対策を推進します。 
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３ 施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(１) 相互理解の促進 

(２) 差別の解消及び権利擁護の推進 

(３) 虐待防止の推進 

(４) 福祉教育の推進と交流機会の促進  

(１) 相談支援体制の充実 

(２) 情報提供の充実 

(４) 障害福祉サービス等の充実 

(５) 生活を支えるサービスの充実 

(６) 福祉人材の養成・確保 

(１) 医療・リハビリテーションの充実  

(２) 精神保健福祉施策の充実 

(３) 様々な障害特性への支援 

(１) 切れ目のない支援体制の充実 

(１) バリアフリーの推進 

１．相互理解の促進と権利

擁護の推進 

２．地域での暮らしを支

える生活支援の充実 

３．保健・医療の充実 

４．障害のある児童への

支援の充実 

５．雇用・就労の支援と

社会参加の促進 

６．安全・安心な暮らし

の確保 

(２) 教育の充実 

(１) 雇用・就労の充実 

(２) 文化・スポーツ・レクリエーション活動の促進 

《基本理念》 《基本目標》 《施策の方向》 

こ
の
ま
ち
で
共
に
生
き
る
！
す
べ
て
の
人
が
宝
物 

(３) 意思疎通支援の充実 

(２) 防災・防犯対策の推進 

(５) 地域福祉活動の促進 
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４ 障害福祉サービス等の体系 
 

障害のある人、障害のある児童を対象とした障害者総合支援法、児童福祉法に

よるサービス体系は、以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立支援給付 

訪問系サービス 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護 ・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

日中活動系サービス 

・生活介護 

・自立訓練  

・就労選択支援 ・就労移行支援 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・就労定着支援 ・療養介護 

・短期入所（ショートステイ） 

居住系サービス 

・自立生活援助 

・共同生活援助  

・施設入所支援 

相談支援サービス 

・計画相談支援 ・地域移行支援 

・地域定着支援 

児童福祉法による 

障害のある児童 

へのサービス 

障害児通所支援 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

障害児相談支援 

・障害児支援利用計画作成 

地域生活支援事業 

・理解促進研修・啓発事業  ・自発的活動支援事業   ・相談支援事業 

・成年後見制度利用支援事業 ・成年後見制度法人後見支援事業 

・意思疎通支援事業     ・日常生活用具給付等事業 ・手話奉仕員養成研修事業 

・移動支援事業       ・地域活動支援センター  ・その他の事業 

障
害
の
あ
る
人
・
障
害
の
あ
る
児
童 

補装具費の支給 
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第３章 

障害者福祉計画 
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基本目標１ 相互理解の促進と権利擁護の推進 
 

 

（１）相互理解の促進 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人とない人が、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会を実現するためには、市民一人ひとりが障害のある人

にとって日常生活や社会生活を営む上で制約となる社会的障壁を十分に理解する

ことが必要です。 

アンケート調査では、保育所や幼稚園、学校などに望むことや、就労支援とし

て必要だと思うことに、先生や保護者、職場の上司や同僚が、障害や病気に対し

て理解があることが上位に挙げられています。 

障害のある人とない人を隔てる心のバリアをなくし、互いに理解し合いながら

地域でともに暮らしていけるよう、障害についての正しい理解を深めるための普

及・啓発活動に取り組みます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

障害に対する理解促進 障害のある人に対する理解促進のため、講演会

やイベント、研修会など交流する機会を推進し

ます。 

障害支援室 

社会福祉大会、精神保健

大会の開催 

福祉施設職員や福祉事業に係る貢献者の表彰を

行い、障害のある人への理解を深めるとともに、

広報啓発に努めます。 

障害支援室 

社会福祉協議会 

「障害者週間」の周知・

啓発 

共生社会の理念と普及を図るため、12 月３日か

ら９日までの「障害者週間」の周知・啓発を図り

ます。 

障害支援室 

障害者に関するマーク

やヘルプマーク・ヘルプ

カードの普及啓発 

障害者（児）に対する理解を促進するため、障害

のある人に関するマークの周知と理解の促進に

取り組みます。また、ヘルプマーク・ヘルプカー

ドの普及啓発に努めます。 

障害支援室 
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（２）差別の解消及び権利擁護の推進 

 現状と課題／施策の方向 

障害者の権利を守り、地域で安心して生活していくためには、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）」に基づ

き、障害者（児）に対する差別の解消につながるよう、必要な施策を推進してい

くことが重要です。 

また、権利擁護の推進では、自分自身で選択することや責任ある決定をするこ

とが困難な人のために、本人の人権や利益などを擁護する役割を担う家族や支援

者などが本人の意思を理解した上で代弁、代行できる体制の整備が求められてい

ます。 

アンケート調査では、障害があることで差別や嫌な思いをしたことがある人の

割合が約５割と、依然として差別事象が発生している状況がうかがえます。また、

成年後見制度については、制度を知っている割合が約３割である一方、制度の利

用意向に対して約５割がわからないと回答しています。 

差別の解消を実効性のあるものとし、すべての人が安心して暮らすことのでき

る社会の実現を図るとともに、令和５年３月に策定した「銚子市成年後見制度利

用促進基本計画」に基づき、成年後見制度を広く周知し、その利用促進に係る取

組を強化します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

権利擁護の推進 障害のある人に対する権利擁護について、市民

啓発を推進し、制度について広くわかりやすい

周知を図ります。 

障害支援室 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の利用が困難な知的障害者又は精

神障害者に対し、利用に向けた支援を行い、障害

者の権利擁護を図ります。地域包括支援センタ

ーや基幹相談支援センターなどの関係機関との

連携を図り、スムーズな対応に努めます。 

障害支援室 

高齢者福祉課 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度における後見などの業務を適正に

行うことができる法人を確保できる体制を整備

するとともに、市民後見人の活用も含めた法人

後見の活動を支援します。 

障害支援室 

高齢者福祉課 

  



第３章 障害者福祉計画 

16 

施策名 施策の内容 担当課室 

日常生活自立支援事業 高齢者、障害者などの判断能力が不十分な方に、

福祉制度の利用手続きや各種契約のための相

談、金銭の管理や、福祉サービスの利用に関する

援助を行い、地域において自立した生活が送れ

るよう支援します。 

社会福祉室 

障害支援室 

高齢者福祉課 

社会福祉協議会 

障害者差別解消法の周

知と啓発活動 

障害を理由とする不当な差別の取扱いの禁止

や、障害者に対する合理的配慮の提供を徹底す

るなど、障害を理由とする差別の解消に向けた

取組を進めます。 

令和６年４月１日から合理的配慮の提供が事業

者の義務となることを広く周知・啓発を図りま

す。 

障害支援室 

行政サービスにおける

合理的配慮 

障害者差別解消法に基づき「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する銚子市職員対応要

領」に基づき、職員の資質向上に努め、合理的配

慮を実施します。 

障害支援室 

家族信託や後見制度支

援信託など権利擁護支

援策の検討 

近隣市や一般社団法人東総権利擁護ネットワー

ク、社会福祉協議会など関係機関が協力して、権

利擁護に関わる支援や制度の利用促進に取り組

みます。 

障害支援室 

高齢者福祉課 

成年後見制度の利用促

進 

【新規】 

令和５年３月に策定した「銚子市成年後見制度

利用促進基本計画」に基づき、地域連携ネットワ

ークの構築や中核機関の設置などにより、成年

後見制度の相談・利用の促進に努めます。 

障害支援室 

高齢者福祉課 
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（３）虐待防止の推進 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人に対する虐待が問題となっており、関係機関や地域住民のネット

ワーク体制の整備などにより早期に発見する体制を整えることが求められていま

す。 

障害のある人の権利を守るため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」に基づき、障害のある人に対する虐待防止、早期発見、迅

速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関などにおける役割分担や連

携方法の協議、課題の共有を図り、障害のある人への虐待を防止するための体制

を強化します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

障害者虐待防止センタ

ーの設置 

障害者虐待防止センターにおいて、障害のある

人への虐待の通報・届け出を受付し、障害のある

人の安全確保に努めます。また、関係機関との連

携を図り、適切な支援につなげます。 

障害支援室 

制度の周知 関係機関との連携を強化し、障害者虐待に関す

る情報の収集や実態把握に努め、障害者虐待防

止のための対策を行います。 

障害支援室 

子育て支援課 

高齢者福祉課 

保健事業室 

施設職員のスキルアッ

プのための研修会 

福祉施設職員を対象とした、障害者虐待防止研

修会を開催します。 

障害支援室 

障害者の安全確保の優

先 

緊急保護を必要とする場合は、措置入所を検討、

実施します。 

障害支援室 

関係機関の連携・協力に

よる対応と体制 

複数の関係機関の連携・協力により、障害者や介

護者の生活について、役割分担を明確にした上

で、一体的な支援を実施します。 

障害支援室 

子育て支援課 

高齢者福祉課 

保健事業室 
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（４）福祉教育の推進と交流機会の促進 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人もない人もお互いを理解し合い、それぞれが支え合う社会を実現

するためには、相互理解と障害に対する認識を深めるための教育が重要です。 

学校、保育所・幼稚園・認定こども園、社会福祉協議会、福祉施設、その他関

係機関が連携し、また地域活動を通じて障害のある人との交流を促進し、地域全

体での福祉教育を推進します。 

また、交流・ふれあい活動や地域での支え合い活動を通じて、障害及び障害の

ある人に関する市民の理解を深め、こころのバリアフリーを促進します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

福祉教育の推進 相互理解を深めるため、家庭、学校、地域との連

携を図りながら、福祉に関する体験などを重視

した学習を推進し、人権意識の向上を図ります。 

指導室 

福祉教育の効果的推進 関係機関との連携を深め、学校、家庭・地域での

福祉教育を推進します。学校における行事など

を通して、地域ぐるみの福祉教育を進めます。 

指導室 

交流を促進させる機会

の充実 

地域のイベントや集会など様々な機会を捉え

て、地域の交流促進を支援していきます。また、

地域の助け合いと公的なサービスの連携を図り

支援の充実を図ります。特に福祉まつりは、多く

の市民に参加してもらい、「福祉」を「地域」の

中で身近なものにした銚子市が誇れる行事の一

つとすることを目指します。 

社会福祉室 

社会福祉協議会 

交流保育 児童発達支援センターを利用する児童と公立保

育所の児童が交流し、相互に豊かな人間性・社会

性を育てます。 

障害支援室 

子育て支援課 
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（５）地域福祉活動の促進 

 現状と課題／施策の方向 

ボランティア活動は、すべての人が地域で生活をしていく上で重要な役割を担

っています。日常生活の中で生じる障害のある人の様々なニーズに対して、自助・

共助・公助を柔軟に組み合わせながら、地域全体が連携して取り組むことが重要

です。 

ボランティア活動の促進やＮＰＯの育成に努め、社会福祉への理解と参加を広

げていくため、地域住民が様々なボランティア活動などに参加できる場や仕組み

を地域の中に構築していきます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

地域福祉計画・地域福祉

活動計画の推進 

市で策定する地域福祉計画及び市社会福祉協議

会で策定する地域福祉活動計画に基づき、地域

福祉活動に取り組みます。 

社会福祉室 

社会福祉協議会 

地域福祉の担い手の発

掘（人材の育成） 

地域生活支援促進事業（障害支援ボランティア

の育成）による実践を意識した福祉講座の実施

や、ボランティアコーディネート機能の充実を

図ることにより、ボランティアなどの実体験の

機会をつくり、福祉の担い手を住民の中から発

掘していきます。また、それらの実施する情報を

積極的に情報発信（周知）します。 

総務室 

社会福祉室 

障害支援室 

社会福祉協議会 

ボランティア活動の促

進 

地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯなどの社会

福祉活動に対して、活動に必要な情報の入手、必

要な知識、技術の習得、活動拠点に関する支援を

行っていきます。また、ボランティアと支援ニー

ズのある住民をつないでいきます。 

総務室 

社会福祉室 

社会福祉協議会 

制度ボランティア活動

の充実 

民生委員・児童委員、身体障害者相談員、精神障

害者相談員及び知的障害者相談員並びに母子・

父子自立支援員の制度ボランティアなどへの研

修の充実に努め、資質の向上と活動の強化を図

ります。 

社会福祉室 

障害支援室 

子育て支援課 

社会福祉協議会 
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施策名 施策の内容 担当課室 

地域による声かけ・見守

り活動の推進 

見守り活動で虐待や詐欺などの兆候を発見した

際は、些細なことでも関係機関へ遅滞なく連絡

するよう、町内会などと連携を図り、地域住民に

よる声かけ・見守り活動を推進します。 

総務室 

民生委員・児童委員活動

への支援 

民生委員・児童委員が行う、障害のある人への訪

問などの活動を支援するため、民生委員・児童委

員協議会に対する運営費補助を行います。 

社会福祉室 

社会福祉協議会 
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基本目標２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 
 

 

（１）相談支援体制の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人もない人も、必要な支援を受けながら自らの意思決定に基づき地

域社会で生活を送るためには、障害のある人本人の自己決定を尊重する観点から、

適切に相談支援が受けられるよう、障害種別や様々なニーズに対応できる総合的

な相談支援や専門的な相談支援の実施が必要です。 

また、障害のある人やその家族によるピアサポート事業の促進など、多様な相

談支援体制の充実が求められています。 

アンケート調査では、障害のある人が安心して暮らしていくために必要だと思

うこととして、「困った時に、いつでもなんでも相談できる身近な相談場所の整備」

が上位に挙げられています。 

障害のある人やその家族が地域で安心して生活ができるように、市の中核的な

相談機関である銚子市障害者基幹相談支援センターを拠点として、より身近なと

ころで総合的な相談支援が行える体制の強化と広域的な連携を図るとともに、地

域自立支援協議会において、地域の実態や課題などの情報を共有しながら、銚子

市地域の課題解決に向けて取り組みます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

障害者相談支援事業 

〈基幹相談支援センタ

ーの運営〉 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機

関として、身体障害者、知的障害者及び精神障害

者などの相談支援に関する業務を総合的・専門

的に行うほか、権利擁護や虐待防止（虐待防止セ

ンター）のために必要な援助を行います。 

また、障害福祉サービスの利用時に必要な、利用

計画の作成等を支援します。 

障害支援室 

地域自立支援協議会の

運営の推進 

地域の障害福祉に関するネットワークの中核と

なる協議組織であり、相談支援事業者の運営評

価、支援の難しい事例への対応に関する協議・調

整、地域の社会資源の開発・改善などを行いま

す。 

障害支援室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

切れ目のない相談支援

が行える体制の確立 

障害のある人がライフステージに応じて切れ目

なく相談支援を受けられるように、母子保健や

介護保険分野などの関係部局の情報共有を図り

ます。 

さらに、相談機能の一層の向上に向け、保健・医

療、教育、福祉、労働などの関係機関、サービス

提供事業者、ＮＰＯ、民生委員・児童委員などと

緊密な連携を図り、相談支援のネットワークの

構築に努めます。 

社会福祉室 

障害支援室 

子育て支援課 

高齢者福祉課 

保健事業室 

観光商工課 

民生委員・児童委員によ

る相談体制の強化 

在宅の障害のある人に対し、身近な相談窓口と

して、民生委員・児童委員と連携を図ります。 

また、福祉サービスについて民生委員・児童委員

に対し情報の提供を行っていきます。 

社会福祉室 

社会福祉協議会 

地域のネットワークづ

くり 

地区社会福祉協議会やボランティア連絡協議会

などを拠点として、地域住民と行政とのつなぎ

役となり、さらに、異分野の事業者などとの交流

を深め、より充実した活動が可能となるネット

ワークを目指していきます。 

社会福祉室 

障害支援室 

社会福祉協議会 

生活困窮者の相談の実

施 

銚子市自立支援相談センター「ちょうしサポー

トセンター」において、生活困窮者の相談を実施

していきます。 

社会福祉室 

共生社会に向けた連携

促進 

【新規】 

複雑で困難な課題に対応するためには、子ども、

高齢者、障害者などあらゆる相談に対応できる

体制が必要であることから、国で示された「我が

事」、「丸ごと」地域共生社会の実現に向け、「銚

子市地域福祉計画」に基づき重層的な相談支援

体制の充実を図ります。 

社会福祉室 

障害支援室 

子育て支援課 

高齢者福祉課 

保健事業室 

学校教育課 

ピアサポート事業 

【新規】 

自らも精神障害者であるピアカウンセラーが、

精神障害者からの相談に応じ、必要な支援助言

を行います。 

ピア・スタッフを中心としたグループ交流の実

施や憩いの場を提供し、地域生活を支援すると

ともに、その自立と社会参加の推進及び活動の

場の提供を図ります。 

障害支援室 
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（２）情報提供の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法

律に基づき、障害のある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通を図る施策

を充実させ、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、

様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を一層推進する必要があります。 

アンケート調査では、障害や福祉サービスなどに関する情報の入手先として、

「インターネット（ＳＮＳなど）」と回答している割合は全体で約３割を超える結

果となっています。また、知的障害者は家族やサービス事業所などから、精神障

害者、難病患者はかかりつけの医師などから、情報を入手する割合が高くなって

います。 

障害種別などにより、情報の入手先は異なる傾向もみられることから、様々な

媒体を通じて、障害のある人が取得及び利用しやすくなるように、情報アクセシ

ビリティの向上に努めるとともに、関係機関と連携して、障害のある人の地域生

活が向上するように情報内容の充実を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

情報のバリアフリー 誰もがホームページで提供される情報を利用で

きるよう、情報のバリアフリー化を進めます。 

秘書広報室 

広報の充実・市の行事の

お知らせ 

視覚障害のある人に「点字版広報」や広報紙の音

声データで情報を届けます。 

秘書広報室 

インターネットによる

情報提供体制の検討 

インターネットを通じて、福祉施策やボランテ

ィア活動・福祉施設の紹介など、情報提供の検討

を進めます。また、マイナポータル、フェイスブ

ックや LINE の活用についても検討を進め、申請

書のホームページ上での提供を目指します。 

障害支援室 

点字図書等給付事業 文字による情報入手が困難な障害者などに対

し、日常生活を営む上で必要な情報を提供する

ため、点訳その他障害者などにわかりやすい方

法により作成した図書などを給付します。 

障害支援室 

「障害者福祉ガイドブ

ック」の配布 

障害のある人に対する援護の周知を図るために

配布する、「障害者福祉ガイドブック」について

内容の一層の充実を図ります。 

障害支援室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

公共施設への案内板 不特定多数の方が利用する公共施設を改修する

際には、イラストや点字による案内板などの設

置を検討していきます。また、障害者に関するマ

ークについても積極的に導入します。 

障害支援室 

都市整備室 

市ホームページなどで

の生涯学習情報の発信 

市ホームページなどにより、障害のある人を含

むすべての方にとってわかりやすい、生涯学習

情報を発信します。 

生涯学習室 

市民センター 

障害者創作活動に向け

ての情報提供 

障害のある人を含むすべての方々の創作活動を

支援するため、生涯学習アドバイザーの情報提

供を行います。 

生涯学習室 

読書バリアフリーの推

進 

障害の有無にかかわらず読書の恩恵を受けられ

るよう、バリアフリー資料についての情報提供

に努めます。 

公正図書館 

障害福祉地域資源マッ

プの情報発信 

【新規】 

市ホームページに「障害福祉地域資源マップ」を

掲載し、障害者サービス事業所の内容を情報発

信します。 

障害支援室 
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（３）意思疎通支援の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人が円滑に情報を取得及び利用し、意思表示やコミュニケーション

を行うことができるように、コミュニケーション支援の充実を推進することが求

められています。 

意思疎通の支援は生活のあらゆる場面において欠かせないものであり、意思疎

通を支援する手段は多種多様にわたることを踏まえ、障害のある人とない人との

コミュニケーションが広がるよう検討していくとともに、障害の特性に合わせた

多様な意思疎通支援を推進していきます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

コミュニケーション支

援事業 

視覚・聴覚・言語などに障害があり、コミュニケ

ーションに支障がある人やその家族に対して、

手話通訳者や要約筆記者の派遣及び同行援護サ

ービスの提供を行います。 

障害支援室 

手話奉仕員養成研修事

業 

手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び

手話表現技術を習得し手話通訳者をめざす人へ

のステップアップを支援するために手話奉仕員

を養成します。 

障害支援室 

手話講習会の開催 行政の窓口に携わる職員や、聴覚に障害のある

人とコミュニケーションをとりたい人、これか

ら手話を学習したい人のために、手話講習会を

実施しています。 

障害支援室 

社会福祉協議会 

盲ろう者への支援 

【新規】 

千葉県盲ろう者支援センターと連携し、盲ろう

の方への、意思疎通及び日常生活に必要な支援

の充実を図ります。 

障害支援室 
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（４）障害福祉サービス等の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、必要とする障害福祉サー

ビス等の支援を受けつつ、自立と社会参加を図っていくことが求められています。

また、障害の多様化、重度化、高齢化などにより、求められる支援の質や内容も

複雑化しており、一人ひとりのニーズに的確に対応するためには、サービスの充

実と質の向上が求められています。 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスをはじめ、障害のある人の地域生

活を支援する各種サービスの提供基盤の整備及びサービスの質の向上を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

障害福祉サービス等の

充実 

障害福祉サービス等の提供により、障害のある

人の地域生活を支援します。 

サービスの提供にあたっては、日中活動の場の

充実や事業者との連携強化を図るなど、充実し

たサービスの提供に努めます。 

また、一人暮らしへの移行を希望する知的障害

又は精神障害のある人などに対する自立生活支

援や、重度障害のある人又は医療的ケアが必要

な人に対する支援の充実に努めます。 

障害支援室 

地域生活支援事業の充

実 

障害者総合支援法では、市町村が地域で生活す

る障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情

に応じて柔軟に実施する事業として、地域生活

支援事業を位置づけています。地域で生活する

障害のある人の自立した日常生活や社会生活の

充実を図るための事業を実施していきます。 

障害支援室 

障害児の相談支援体制

の充実・通所サービスの

利用促進 

障害児相談支援事業所との連携強化による障害

児通所支援の利用促進を図り、障害児に配慮し

た支援を進めます。 

障害支援室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

まるっとシステム 

（地域生活支援拠点等

事業） 

【新規】 

障害者の高齢化・重度化・「親亡き後」を見据え、

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう

支援します。 

地域生活支援拠点等事業の５つの柱である、「相

談」「緊急時の受け入れ・対応」「体験の機会・場」

「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」

を充実させ、特に「緊急時の受け入れ・対応」と

して、緊急時の相談を受けるコーディネーター

を配置し、緊急性のある相談について 24 時間

365 日相談を受け付けます。 

障害支援室 
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（５）生活を支えるサービスの充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人が安定した生活を送るためには、経済的支援の充実が求められて

おり、各種制度の周知と利用促進を図ることが必要です。 

アンケート調査では、障害のある人が安心して暮らしていくために必要だと思

うこととして、「手当・年金などの経済的な支援の充実」が４割を超える結果とな

っています。また、介護（介助）者の約半数は仕事をしている状況であり、日頃

より「自分が介助できなくなった場合のことが不安」、「精神的負担が大きい」、「自

分自身の健康に不安がある」と感じている方が多い結果となっています。 

在宅で障害のある人を介助する家族の急用や急病など、緊急時における短期入

所（ショートステイ）など、レスパイトケアに取り組む必要があります。また、

近年顕在化してきたヤングケアラーに対する支援が求められています。 

障害のある人の生活を支えるため、サービスを必要とする人に必要なサービス

が提供されるよう周知を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

共同生活援助（グループ

ホーム）の充実 

障害者支援施設の入所者の地域生活移行の支援

や地域で生活する障害のある人の支援を推進

し、障害のある人の地域における居住の場の一

つとして、グループホームの整備を促進します。 

障害支援室 

共同生活援助（グループ

ホーム）の家賃補助 

障害のある人の居住の場としての日常生活を支

援するために、グループホームの家賃の一部を

補助します。 

障害支援室 

訪問介護等利用者負担

額助成 

指定障害福祉サービス（身体介護、家事援助に限

る）を利用していた障害者が、65 歳に達し居宅

要介護被保険者となった（65 歳１年前から利用

していたものに限る）又は、40 歳以上 65 歳未

満で居宅要介護被保険者となったときに、訪問

介護等の利用者負担額を助成します。 

高齢者福祉課 
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施策名 施策の内容 担当課室 

緊急通報システム事業 ひとり暮らしの重度障害のある人の生活の安全

を確保するため、緊急通報システムの充実を図

ります。 

また、障害のある人への必要な支援が提供できる

ようファクシミリや電子メールなど情報通信の多

様化に対応した緊急通報手段の充実を図ります。 

障害支援室 

高齢者福祉課

消防本部 

手帳制度の普及と推進 障害に対する様々なサービスの提供を受けられ

るよう、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の制度の普及と障害福祉サービス

等の情報提供に努めます。 

障害支援室 

年金等制度の普及と推

進 

障害者及び障害者のいる家計の安定を図るた

め、各種年金制度の周知を図り、経済的な支援を

します。 

市民課 

障害支援室 

障害者福祉ガイドブッ

クの作成 

障害者の日常生活や社会参加を支援するため、

障害者福祉に関する制度や福祉サービスを掲載

した「障害者福祉ガイドブック」による情報発信

を行います。 

障害支援室 

各種手当の支給 「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「特別児童

扶養手当」「ねたきり身体障害者福祉手当及び重

度知的障害者福祉手当」などの各種手当制度の

周知を図り、経済的な支援をします。 

障害支援室 

高額障害福祉サービス 

【新規】 

65 歳になるまでに５年以上特定の障害福祉サ

ービスを利用していた方で、一定の要件を満た

す場合は、介護保険移行後に利用した障害福祉

サービスに相当（類似）する介護保険サービス利

用者負担額を助成します。 

障害支援室 

高齢者福祉課 

Ｎｅｔ１１９緊急通報

システムの促進 

【新規】 

音声による１１９番通報が困難な聴覚又は、音

声・言語機能障害者が円滑に消防への通報が行

えるようにするシステムの周知を図ります。 

障害支援室 

消防本部 
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（６）福祉人材の養成・確保 

 現状と課題／施策の方向 

人口減少や少子高齢化など社会環境が大きく変化する中で、利用ニーズに応じ

た障害福祉サービスの提供が求められています。一方で、障害福祉サービスを提

供する職員の平均賃金の水準は、全産業の平均賃金と比較して低い傾向にあり、

また、職員の勤続年数が短いなどの状況となっています。 

国では、障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスについて、「福祉・介

護職員処遇改善加算」など、介護・障害福祉従事者の処遇改善を進めてきました。 

必要な障害福祉サービスを将来にわたって安定的に提供できるよう、教育機関

や民間事業者、関係機関などと連携し、障害福祉分野に関わる人材の確保を支援

するとともに、他職種などとの連携を強化し、必要な人材の育成を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

福祉サービス従事者に

対するスキルアップ研

修 

福祉サービス従事者や相談支援専門員を対象と

した「勉強会」を開催し、資質の向上に努めます。 

障害支援室 

障害福祉研修会の開催 市の職員を対象に障害のある人への福祉につい

て理解を深める研修会を開催し、行政窓口のサ

ービスの向上に努めます。 

障害支援室 

職員対応要領の周知 市の職員を対象に「障害を理由とする差別の解

消の推進に関する銚子市職員対応要領」などの

周知啓発に努めます。 

障害支援室 
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基本目標３ 保健・医療の充実 
 

 

（１）医療・リハビリテーションの充実 

 現状と課題／施策の方向 

健康を維持・増進し、地域で安心して生活するためには、生涯にわたる健康づ

くり施策が重要であり、疾病や二次障害の予防への対応など、乳幼児期から高齢

期までの各ライフステージに応じた、きめ細かな保健・医療サービスの充実に努

める必要があります。 

本市では生活習慣病予防や健康管理を目的として、銚子市保健福祉センターに

おいて各種健診事業を実施するとともに、身近な地域で生活習慣病などについて、

気軽に相談し栄養指導や運動指導が受けられるよう、健康教育や健康相談を実施

しています。 

また、障害のある人の多様なニーズに応えられるよう、行政機関と医療機関・

福祉施設が連携を図り、保健・医療・福祉・リハビリテーションなどの相談体制、

医療費の負担軽減に努めてきました。 

今後も継続して、医師・保健師・社会福祉士などによる相談体制を障害の特性

などに配慮し充実させるとともに、関係機関との連携のもとに、より体系的な保

健医療体制を整備し、運動や食事の指導、精神保健に対する啓発などにより、よ

り多くの人が自らの健康を維持・増進できるよう努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

医療機関との連携強化 障害特性を理解し、障害のある人に適切な支援

を行うため、市内診療所との連携の強化を図り

ます。 

障害支援室 

口腔衛生指導 乳幼児健康診査や歯科健康教育、歯科相談など

の機会を通して、歯や口腔の健康づくりのため

の取組を継続していきます。 

また、歯科医師会と連携を図り、定期的な歯科健

診などの重要性について啓発をしていきます。 

保健事業室 

訪問指導 各種健康診査、窓口、電話相談や医療機関からの

訪問依頼により、訪問支援が必要な事例につい

ては、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士

による訪問、相談を随時実施していきます。 

保健事業室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

心身障害者（児）医療費

助成事業 

身体障害者手帳２級以上を持っている方などに

医療保険適用分の医療費の一部負担金を助成

し、経済的な支援を行います。 

障害支援室 

自立支援医療 障害のある人などが、心身の障害の状況の軽減

を図り、自立した日常生活や社会生活を営むた

めに必要な医療について、医療費の支給を行う

事業です。身体障害者を対象とする更生医療、身

体障害児を対象とする育成医療、精神障害者を

対象とする精神通院に関する医療費の一部負担

金を助成し、経済的な支援を行います。 

障害支援室 
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（２）精神保健福祉施策の充実 

 現状と課題／施策の方向 

ストレス社会の現代において、年代にかかわらず、自らの心を健やかに保つこ

とは重要な課題です。心の健康づくりと精神疾患の予防について、心の問題に関

する相談対応のほか、健康教育の充実が求めれらています。 

これまで、精神障害者が安心して生活が送れるよう、精神保健・福祉サービス

を主体的に選択・利用できる体制整備に努めてきました。また、市民に対して精

神疾患に対する正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、心に悩みを持つ人が

気軽に相談できるよう、「こころの健康相談」の充実を図ってきました。 

今後も継続して、精神障害者とその家族が安心して社会生活を送れるよう、関

係機関などとの連携強化を図り、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」

の構築を推進するとともに、精神疾患に対する市民への理解促進に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

精神疾患・精神障害に対

する理解促進 

精神障害者の円滑な地域での社会生活のため、

市民の精神疾患・精神障害者に対する正しい理

解を促進し、精神障害者が安心して過ごせる地

域社会の環境整備を目指します。 

障害支援室 

保健事業室 

地域生活移行者への支

援（社会復帰の推進） 

障害者支援施設等の入所者や、精神科病院に入

院している精神障害者で、これから地域生活へ

移行しようとする方に、訪問相談、同行支援、障

害福祉サービスの体験利用、一人暮らしに向け

た関係機関との連絡調整などを行う、地域相談

支援の充実に努めます。 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療制度

の周知を図るため、各種制度、サービスに関する

ガイドブックを窓口で配付します。 

障害支援室 

こころの健康づくりの

推進 

心の健康に関する正しい知識の普及と啓発を図

ります。 

保健事業室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

こころの健康相談 友人関係や職場での人間関係、病気や薬の悩み、

思春期（心とからだの悩み）、青年期（ひきこも

り、就職の悩み）、アルコール問題など、本人や

その家族を対象に「こころの健康相談」を実施し

ます。 

また、継続的な支援が必要な事例について関係

機関との連携を図ります。 

保健事業室 

自殺の防止及び親族な

どのケアに関する知識

の普及 

銚子市自殺対策計画に基づき、自殺の防止につ

いての普及啓発を図ります。 

相談窓口を充実し、各相談窓口で把握された、う

つやこころの不調のある市民の継続的な支援や

相談を関係機関と連携し実施します。 

また、自殺対策に係るゲートキーパー養成講座

を開催し、自殺防止に対する正しい知識を有す

る支援者の養成に努めるとともに、関係機関と

の連携による包括的な支援に努めます。 

保健事業室 

精神障害者ピアサポー

ト事業の支援 

【新規】 

精神障害を持つ人に対し、同じ病気を体験した

人を中心に、学習会やリフレッシュのためのピ

アサークル事業を支援します。 

また、障害のある人同士が支え合う「ピアカウン

セラー」の積極的な活用に努めます。 

障害支援室 
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（３）様々な障害特性への支援 

 現状と課題／施策の方向 

障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく生活できるよう、

医療・福祉・介護・住居・社会参加・地域の助け合いなどが包括的に確保される

ことが求められています。 

発達障害について、理解を深める啓発活動に努めるとともに、発達障害の特性

に合わせた療育を提供できるように、児童発達支援センターと連携を図り、ペア

レントトレーニングなどを通じて、障害のある児童の保護者に対する支援の充実

を図ってきました。児童発達支援センターは、地域における中核的な支援施設で

あることから、引き続き、支援の充実を図るため、連携を強化します。 

また、障害福祉サービス等を利用する難病や高次脳機能障害などのある方の生

活を支援するため、関係機関との連携による支援体制の充実を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

地域包括ケアシステム

の構築 

精神障害（発達障害、高次脳機能障害を含む。）

のある人にも対応した支援を行うため、保健、医

療・福祉をはじめ関係機関・団体などとの連携を

強化し、支援の充実に努め、協議の場を設置しま

す。 

障害支援室 

発達障害の支援体制の

整備 

発達障害のある人（児）や家族に対する支援の窓

口の設置や関係機関と連携体制のための協議の

場の設置に向けた検討を行います。 

障害支援室 

児童発達支援 

センターわかば 

発達障害者の早期発見、

相談支援の啓発 

【新規】 

発達障害者への支援は、市、市基幹相談支援セン

ター、子育て世代包括支援センター「すくサポ」、

児童相談所、千葉県発達障害者支援センター

CAS、教育、医療機関などの関係機関の連携の

もとに発達障害の早期発見に努めるとともに、

発達障害の理解を深めるための情報提供を行い

ます。 

また、市の乳幼児健診や保育園・幼稚園、学校な

どで支援の必要性を把握したときは、相談支援

を始め各種サービスにつなげます。 

障害支援室 

子育て支援課 

保健事業室 

学校教育課 
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基本目標４ 障害のある児童への支援の充実 
 

 

（１）切れ目のない支援体制の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害児支援にあたっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな

育成を支援することが必要です。障害児のライフステージに沿って、地域の保健、

医療、障害福祉、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を図り、障害児一

人ひとりに合った切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ることが

求められています。 

また、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支

援するとともに、適切な時期に適切な療育を行うことにより、障害の程度を軽減

し、いわゆる「二次障害」の発生を防ぐことができるよう、障害の早期発見・早

期療育体制の整備・充実が求められています。 

さらに、障害の有無にかかわらず、共生社会の実現に向けて、すべての児童が

地域社会へ参加・包容するインクルージョンの推進が求められています。 

今後も、乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のため、関係機関などの

連携を強化し支援体制の充実を図るとともに、障害のある乳幼児やその家族のニ

ーズにあった各種サービスの実施体制を強化します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

児童発達支援センター

を中核とした地域支援

体制の整備 

障害福祉・医療・保健・保育・教育などの関係機

関の連携を図り、地域社会での支援体制を図り

ます。 

障害支援室 

子育て支援課 

指導室 

障害児の保育・教育の推

進 

専門的療育の支援が必要な児童に対しては、早

期の療育が受けられるよう保育所・幼稚園・学

校・児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所などの関係機関との連携を図ってい

きます。 

また、公立保育所において障害のある子どもの

保育事業を円滑に実施することができるよう保

育士を配置していきます。 

障害支援室 

子育て支援課 

保健事業室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

障害児療育支援環境の

充実 

在宅の障害児が、日常生活の基本的な動作訓練

や集団生活への適応訓練、家庭における療育技

術の指導が受けられるように、児童発達支援事

業・放課後等デイサービスの充実を図ります。 

障害支援室 

療育相談支援事業 香取海匝地域療育システム相談支援事業を専門

性の高い民間事業所者に委託し、困難ケースに

対してはより専門的な支援・助言に基づいて近

隣市と広域連携を行って支援します。 

障害支援室 

外来療育支援事業 

（ぴよぴよ教室） 

保育士が児童の発達段階に合わせて個別又は集

団で様々な教材や運動遊具を使い療育支援を行

います。 

個別指導や集団活動で児童の持っている力を高

め、豊かにし児童の発達を支援します。 

児童発達支援 

センターわかば 

利用者支援事業（子育て

コンシェルジュ）の実施

を通じた子育て支援と

障害児施策の連携体制

の整備 

子育て世代包括支援センター「すくサポ」（健康

づくり課、保健福祉センター内）において、妊娠

期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援

ができるように努めていきます。 

保健事業室 

親子遊び教室 多動、言葉の遅れ、保育面などに支援が必要な親

子を対象に、子どもへの関わり方や言葉の育て

方などを親子遊びやグループワークなどを通し

て学ぶための教室です。心理相談などの専門職

員の配置や関係機関と連携をとり充実を図りま

す。 

保健事業室 

ことばの相談 発音や吃音などことばに関する相談を専門的な

視点で個別に対応します。 

保健事業室 

小児言語指導センター 

乳幼児健康診査 乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、

心身障害の早期発見を図り、適切な指導及び措

置を行います。 

・３か月児健康診査（４か月時） 

・９か月児健康診査（10 か月時） 

・１歳６か月児健康診査（１歳７か月時） 

・３歳児健康診査（３歳６か月時） 

保健事業室 

乳幼児健康相談 保健・栄養・歯科に関する個別相談の場として、

心身障害の早期発見と保育者の不安解消に努め

ます。 

保健事業室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

保護者への育児指導 発育発達、保育支援、離乳食の進め方について、

保健師や管理栄養士が専門的に助言支援してい

きます。 

保健事業室 

窓口相談業務との連携

づくり 

妊娠届時、個別面接など各種保健事業において

把握された要支援事例について、児童相談所・子

育て支援課など必要な関係機関との連携を図り

ます。 

子育て支援課 

保健事業室 

児童相談所 

保育機関との連携 未就学児関係機関（保育所・幼稚園など）と母子

保健部局の連携を強化し、必要に応じて情報共

有や事例検討会など、研修の場を通し学習の場

を確保していきます。 

子育て支援課 

保健事業室 
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（２）教育の充実 

 現状と課題／施策の方向 

障害の有無に関わらず児童生徒がともに学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育

システムは、障害のある児童に必要な「合理的配慮」が提供されることなどが必

要とされています。インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、自己の持つ能

力や可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加ができるよう、一人ひとりの「生

きる力」を培う教育の充実を図る必要があります。 

人々が互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、障害

のある児童生徒に関わるすべての人が、その多様な特性について理解を深めると

ともに、教職員への研修や適切な教育相談体制の充実など、障害理解の啓発と十

分な支援体制の充実に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

特別支援教育の充実 巡回相談を行い、学校の実態に応じた支援体制

をより充実させていきます。 

校内教育支援委員会で話し合われた支援を必要

とする児童生徒について、学校全体で共通理解

し、よりよい支援体制を作るよう指導していき

ます。 

保護者からの合理的配慮の申出については、十

分な話し合いを行い、適切な支援を行います。 

障害のある児童生徒が、通常の学校・学級との交

流及び共同学習が充実するよう推進していきま

す。 

指導室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

教育相談、就学指導にお

ける支援の充実 

〈教育相談〉 

各学校、関係機関が連携し、相談機関についての

情報提供を行うなど、保護者が相談しやすい環

境を整えます。 

保護者の意向を聴取し、児童生徒の実態把握を

行い、適正な支援体制を整えます。 

 

〈就学指導〉 

市内幼稚園、保育園、保育所などを通して保護者

に就学相談パンフレットを配付し、早期から相

談が行えるようにします。 

関係機関との連携を深め、教育的ニーズに応じ

た適正な就学を推進します。 

特別支援学校入学や特別支援学級入級について

は、児童生徒の実態を把握し、保護者との面談、

学校見学、体験入学などを通して、保護者の意向

の聴取を行い、適正な就学を進めていきます。 

指導室 

教育支援委員会の充実 就学時健康診断で行われる検査や各学校で行わ

れる校内委員会の結果を基に、より詳しい検査

を実施し、医学や心理学など専門的知識のある

方の意見を聴き、適正な就学先について協議し

ます。 

指導室 

就学に関する情報提供

の充実 

各学校においては、特別支援教育コーディネー

ターを中心に、校内委員会での話し合いや、保護

者との面談を十分に行い、適切な情報提供に努

めます。 

指導室 

関係機関との連携 子育て・障害関連機関との連携を図り、情報収集

を行うなど適正な就学指導ができるよう努めま

す。 

指導室 

特別支援教育関係職員

の研修 

各種研修を通じて、特別支援教育の内容の充実

に努めるとともに職員の資質の向上を図りま

す。 

指導室 
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基本目標５ 雇用・就労の支援と社会参加の促進 
 

 

（１）雇用・就労の充実 

 現状と課題／施策の方向 

社会的・経済的に自立するために、就労は大きな意味をもっています。 

障害のある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であり、受け入れる職

場の環境整備や障害のある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図っていく必要

があります。また、障害のある人を受け入れる事業所や能力に合った職種が少な

いとされていることから、能力に応じて就労が可能となるよう、東総就業センター

などの関係機関と連携を図り、雇用の創出を促進することも重要です。 

アンケート調査では、就労支援として必要だと思うこととして、「職場の障害者

理解」、「職場の上司や同僚に障害の理解があること」、「短時間勤務や勤務日数等

の配慮」が上位に挙げられています。 

これらの現状を踏まえて、企業に対して障害者雇用についての情報提供や理解

促進を図るなど、雇用の場の拡充に向けた取組を推進し、障害のある人の就労機

会の拡大を図るとともに、東総就業センターなどの関係機関との連携を強化し相

談窓口や就労後の職場定着の支援を充実します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

職場体験学習 銚子市地域自立支援協議会と東総就業センター

が協力・連携して職場体験実習を行い、障害のあ

る人の一般就労の支援を推進します。 

障害支援室 

東総就業センター 

地域意見交換会 東総就業センターと連携しながら、障害のある

人の雇用と就業に関する意見交換会を開催し、

障害のある人の一般就労に向けた企業・福祉・教

育のネットワーク化を推進します。 

障害支援室 

東総就業センター 

障害者優先調達推進法

に基づく物品等調達の

取組 

障害者優先調達推進法に基づき、障害福祉サー

ビス事業所などの提供する物品・サービスの優

先購入（調達）を推進します。 

本市では精神保健大会の副賞として物品調達し

ています。 

障害支援室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

特別支援学校との連携 障害のある子どもが卒業後も地域で生活できる

よう、市職員が進路相談会に参加し、連携を図

り、居住先や就労などの相談支援を行います。 

障害支援室 

公共職業能力開発施設

などにおける障害者職

業訓練の推進 

障害者が就労に関する技能・知識を習得するた

め、千葉県や高齢・障害・求職者雇用支援機構が

設置する公共職業能力開発施設による、障害者

の職業訓練の活用を推進します。 

障害支援室 

障害者雇用率制度の周

知と障害者雇用の促進 

障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図

るためハローワークと連携し、事業主に対し障

害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度に基づ

く助成など、障害者の雇用を促進する各種制度

の周知を図るとともに、障害の特性に応じた支

援を通じて障害者の雇用を促進します。 

また、市の職員採用については、障害者採用枠を

設定することで、法定雇用率を遵守します。 

人事室 

障害支援室 

福祉的就労の場の整備 

【新規】 

一般企業などでの就労が困難な障害のある人に

対して、支援を受けながら働く場所を提供し、必

要となる知識や能力を向上させるための訓練を

行います。就労移行支援事業や就労継続支援事

業で、就労の機会や生産活動の機会を提供しま

す。また、事業所と連携を図りながら支援してい

きます。 

公共職業安定所と連携を図りながら、障害のあ

る人のニーズに応じた適正な職業に就けるよう

相談支援を推進します。 

障害支援室 
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（２）文化・スポーツ・レクリエーション活動の促進 

 現状と課題／施策の方向 

スポーツや文化活動などの社会参加は生活を豊かにするものであり、積極的に

促進していく必要があります。こうした活動を広げるには、障害のある人自身が

参加への意欲を持つとともに、参加しやすい環境づくりを進めることが大切です。 

障害のある人とない人が共に活動することを通じてお互いの理解が深められる

よう、スポーツや文化活動などの支援を行います。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

福祉タクシー 身体障害者手帳１～２級を持っている障害のあ

る人などが通院などの外出の際にタクシーを利

用する場合の費用を助成します。 

障害支援室 

福祉車両貸出事業 障害者や高齢者が積極的に外出できるよう、車

いすなどに乗ったまま乗り降りできるリフト付

きワゴン車（福祉カー）を貸し出しします。 

障害支援室 

自動車改造費用の助成 一定の障害のある 18 歳以上の方が所有し就労

などに使用する自動車を、自ら運転するために

必要な特別の構造や装置を備える改造を行うた

めに必要な費用の一部を助成します。 

障害支援室 

社会福祉活動用機器の

貸出 

本市に活動拠点がある障害者団体、社会福祉活

動団体及び PTA などそのほか教育関係団体な

どに、障害者の社会参加、地域住民の社会福祉活

動の増進のため社会福祉活動用機器を貸し出し

します。 

障害支援室 

各種講座の充実 障害のある人を含むすべての方々が参加でき

る、各種講座、事業の開催に努めます。 

生涯学習室 

参加機会の確保 イベントや文化芸術活動について、障害のある

人を含む一般市民を参加対象とするほか、広く

ニーズ把握に努めることで、参加機会を確保し

ていきます。 

生涯学習室 

スポーツ・レクリエーシ

ョン施設の充実 

障害のある人もない人も共にスポーツやイベン

ト及びレクリエーションに参加し、楽しむこと

ができる環境づくりを推進します。 

スポーツ振興室 

体育館 
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施策名 施策の内容 担当課室 

障害者スポーツの振興、

団体の育成 

海匝地区障害者スポーツ大会など障害者団体が

主催するイベントやスポーツ大会を支援しま

す。 

障害支援室 

スポーツ振興室 

図書館サービスの充実 障害の有無にかかわらず読書の恩恵を受けられ

るように、大活字本、布の絵本、視聴覚資料など

の提供に努めます。また、読み上げや文字拡大、

色反転機能があり、在宅でも利用できる電子書

籍の活用を推進します。 

公正図書館 
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基本目標６ 安全・安心な暮らしの確保 
 

 

（１）バリアフリーの推進 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人や高齢者をはじめとするすべての人々が尊重され、生きがいを持

って地域社会で生活するためには、あらゆる分野の活動に参加できる、快適で暮

らしやすい生活環境のまちづくりが求められています。バリアフリー・ユニバー

サルデザインの推進は障害のある人の社会参加にもつながることから、今後も継

続的に環境整備に取り組んでいく必要があります。 

また、住まいは生活の基本であり、障害の特性や程度などに左右されることな

く、誰もが可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けていけるような環境が必要で

す。 

すべての市民が快適で安心して日常生活が営める環境を整備するため、道路や

公共施設などにおけるバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

公園の整備 公園内の施設改修などを行う際には、バリアフ

リー化を推進し、障害のある人もない人もすべ

ての利用者が利用できるインクルーシブの考え

方に沿った公園整備を進めます。 

都市整備室 

道路の安全対策 道路・歩道・外灯などの整備・改良工事や交通安

全施設の設置、路面の舗装修繕など行う時は、障

害のある人にとって安全で通行しやすい道路環

境の整備に努めます。 

土木室 

教育施設環境の整備 障害のある人も学びやすい教育環境の整備を推

進し、教育施設の新築の際には、バリアフリー化

を実施します。 

教育総務室 
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（２）防災・防犯対策の推進 

 現状と課題／施策の方向 

障害のある人が安心して地域で生活していくためには、防災や防犯の対策も積

極的に展開していく必要があります。 

アンケート調査では、災害時の困りごととして、「安全なところまで、すぐに避

難することができない」、「どのような災害が起こったのか、すぐにわからない」、

「周囲とコミュニケーションがとれない」が上位に挙げられています。 

障害のある人の意見も踏まえながら、災害時の避難支援を円滑に行うための防

災訓練・避難訓練の実施と避難所における合理的配慮の提供を図りながら、災害

対策を強化していきます。また、障害のある人が犯罪被害に遭わないよう、警察

をはじめとする関係機関と連携しながら注意喚起を行い、防犯対策に取り組みま

す。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課室 

広報啓発活動の実施 市ホームページや広報ちょうし、防災に関する

パンフレット、防災ハザードマップやＷＥＢ版

防災ハザードマップなどを活用し、防災情報の

周知・啓発を図ります。 

また、防災パネル展などの防災啓発事業を実施

し、防災意識の向上を図ります。 

危機管理室 

防災訓練への障害者の

参加促進 

防災訓練の重要性を周知・啓発するとともに、地

域や施設で行われる防災訓練への参加を促進し

ます。 

また、ハザードエリアに位置する要配慮者利用

施設については、避難確保計画の作成、避難体制

の整備、避難訓練の実施を促進します。 

危機管理室 

障害支援室 

高齢者福祉課 

情報伝達体制の確立 防災行政無線、防災ラジオ、防災メール、公式

LINE など、情報伝達手段の多重化を推進すると

ともに、それぞれの情報伝達手段の活用を促進

します。 

危機管理室 
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施策名 施策の内容 担当課室 

避難行動要支援者名簿 

（希望者リスト）の作成

と情報提供 

災害時に自ら非難することが困難な方（避難行

動要支援者）の名簿登録について、広報ちょう

し、市ホームページ、公式 LINE などを活用する

ほか、相談支援専門員等と連携し、登録の促進を

図ります。 

登録された名簿の内容について、災害発生時か

ら活用できるよう事前に本人に同意を得たうえ

で警察署及び消防署などに名簿の提供を行いま

す。 

危機管理室 

障害支援室 

高齢者福祉課 

防災教室などの開催 防災教室や市民ふれあい講座など、様々な機会

を活用し、防災についての学習の場を広く提供

します。 

危機管理室 

自主防災活動の促進 地域の防災リーダーとして活躍が期待される防

災士の資格取得を支援するとともに、資質の向

上を図るためのフォローアップ講座の開催や防

災士間で情報共有を行えるような組織づくりの

促進を図ります。 

また、「共助」の要となる自主防災組織について

は、自主防災組織活動事業費補助制度により、そ

の設立を促進し、地域防災力の向上を図ります。 

危機管理室 

地域住民による声かけ・

見守り運動の推進 

防犯指導員や自主防犯組織が実施する地域の防

犯パトロール活動、声かけ・見守り運動を推進し

ます。 

危機管理室 

正しい障害理解による

対応の促進 

災害時などにおける避難所では、障害特性に配

慮した整備を推進するとともに、障害者と介護

者が安心して避難できるよう、福祉避難所の確

保に努めます。 

危機管理室 

障害支援室 

障害特性に配慮した相

談体制 

消費生活相談員に対して、障害者の障害特性の

理解促進と啓発を行います。 

障害支援室 

民間事業者との見守り

協定の締結 

民間事業者などとの連携を強化し、地域におけ

る見守り体制の充実を図ります。 

・令和５年８月現在 協定締結 12 事業所 

障害支援室 

子育て支援課 

高齢者福祉課 

保健事業室 

家具転倒防止器具設置

助成 

高齢者・障害者のみの世帯で、非課税世帯を対象

に居宅での安全を図るため、家具転倒防止器具

費用と取り付け費用を助成します。 

障害支援室 

高齢者福祉課 
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施策名 施策の内容 担当課室 

避難行動要支援者の個

別避難計画の作成 

【新規】 

避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保

を図るため、ケアマネジャーや民生委員、町内

会、自主防災組織など避難支援関係者と連携し、

個別避難計画の作成に取り組みます。 

令和５年度より、居宅介護支援事業者及び相談

支援専門事業所と計画作成の委託契約を結びま

す。また、避難行動要支援者やその家族による個

別避難計画の作成について支援します。 

危機管理室 

障害支援室 

高齢者福祉課 
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１ 障害福祉計画・障害児福祉計画の成果目標 
 

 

（１）施設入所から地域生活への移行 

国の基本指針では、地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所して

いる障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後、自立訓練事業などを利

用し、令和８年度末までに地域生活（グループホーム、一般住宅など）に移行す

る者の数値目標を設定することとされています。 

 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに、令和４年度末時点の施設入所者の６％以上が地域生活へ移行す

ることを基本とする。 

・令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から、５％以上の削

減を基本とする。 

 

項 目 令和４年度【実績値】 

施設入所者数 75 人 

 

項 目 令和８年度【目標値】 

地域生活移行者数 5 人 

施設入所者削減者数 4 人 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・目標の達成に向けて、施設入所者に対する定期的な障害支援区分の認定調査の際

に、施設入所者の地域生活への移行の可能性について本人の意向を踏まえて施設な

どと協議を行います。また、施設入所者の地域移行を進めるため、グループホーム

などの居所確保と実情把握に努め、相談支援事業所や各種サービス提供事業所など

と連携を図りながら、支援体制の整備を推進します。障害福祉サービス等の社会資

源の一層の充実を図り、地域移行後の生活支援に努めます。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるにあたっては、精

神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした

地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、ともに

暮らせる社会の実現に向けた取組の推進が必要となります。 

 

＜国の基本指針＞ 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域における精

神保健医療福祉体制の基盤を整備する。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数 
0 回 2 回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場へ

の関係者の参加者数 
0 人 10 人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場に

おける目標設定及び評価の実施回数 
0 回 1 回 

精神障害者の地域移行支援の利用者数 0 人 1 人 

精神障害者の地域定着支援の利用者数 0 人 1 人 

精神障害者の共同生活援助の利用者数 30 人 35 人 

精神障害者の自立生活援助の利用者数 1 人 1 人 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）の利用者数 0 人 1 人 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・現在、千葉県が実施している地域包括ケアシステムの実務者会議などに、市担当者

及び市内サービス事業者等が参画しています。今後は、市単独での地域包括ケアシ

ステムの構築を推進するため、市民への普及啓発を通じ、精神障害に対する差別や

偏見のない地域づくりを推進します。 

 

  



第４章 障害福祉計画・障害児福祉計画 

52 

（３）地域生活支援の充実 

サービス提供体制整備の一環として、地域生活への移行、相談、グループホー

ムなどの体験機会の提供、緊急時の受入対応体制、人材の確保・養成、その他地

域の体制づくりなどの機能を集約した地域生活支援拠点等を、各市町村又は各都

道府県が定める障害福祉圏域（以下「圏域」という。）において、少なくとも一つ

は整備を進めることが国の指針により求められています。この体制整備に関して

は、地域の実情に応じ、複数の機関が分担して機能を担う体制も可能とされてい

ます。 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保し、

機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害

福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体

制及び緊急時の連絡体制の構築を進めるとともに、年１回以上、支援の実績等を踏ま

え運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

・令和８年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関

して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を

進めることを基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

地域生活支援拠点等 

（面的整備に対する登録事業所数） 

面的整備 

（14 事業所） 

面的整備 

（17 事業所） 

地域生活支援拠点等コーディネーターの配置 有（１名） 有（１名） 

機能充実に向けた運用状況の検証及び検討の

実施回数 
０回 2 回 

強度行動障害を有する人の支援ニーズの把握

及び支援体制の整備 
 実施 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・地域生活支援拠点等の整備については、令和２年度から面的整備により、必要な５

つの機能のうち、24 時間 365 日対応する緊急時の相談体制とグループホームな

どの体験機会の提供の２つを整備しています。令和３年度からはコーディネーター

１名を配置し、地域生活支援拠点等の機能充実を図るため、「相談」「専門的人材の

確保・養成」「地域の体制づくり」を整備しています。今後、年２回以上は、運用状

況などを検証していきます。 

また、強度行動障害を有する障害者への支援体制の充実を図るため、支援ニーズな

どを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めていきます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から一般就労への移行について、国の基本指針に基づき、数値目標を

設定しました。 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度中に福祉施設から一般就労へ移行した者が、令和３年度実績の 1.28倍以

上になることを基本とする。（就労移行支援事業：1.31倍以上／就労継続支援Ａ型：

1.29倍以上／就労継続支援Ｂ型：1.28倍以上） 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行し

た者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上になることを基本とする。 

・令和８年度中に就労定着支援事業を利用する者が、令和３年度実績の 1.41 倍以上に

なることを基本とする。 

・令和８年度において就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全

体の２割５分以上になることを基本とする。 

 

項 目 
令和３年度 

【実績値】 

令和８年度 

【目標値】 

福祉施設利用者の一般就労移行者数 4 人 9 人 

うち、就労移行支援事業からの一般就労 3 人 5 人 

うち、就労継続支援Ａ型からの一般就労 0 人 2 人 

うち、就労継続支援Ｂ型からの一般就労 1 人 2 人 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終

了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以

上の事業所を全体の５割以上とする 

 ５割以上 

就労定着支援事業の利用者数 10 人 15 人 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の

事業所を全体の２割５分以上とする 
 ２割５分以上 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・就労の場の掘り起こしや就労支援事業所などの関係機関のネットワークを充実強

化することにより、就労移行支援事業などを推進し、障害者の福祉施設、就労支援

事業、就労継続支援Ａ型、及び就労継続支援Ｂ型の利用者の一般就労への移行を促

進します。また、一般就労へ移行した後の支援として、就労定着支援事業の利用促

進を図り、安定した就労を推進します。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障害児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、

就労支援などの関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体

制整備が重要となります。 

 

①児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容（インクルー

ジョン）の推進 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１か所

以上設置することを基本とする。 

・令和８年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援等を活用しなが

ら、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するための体制を

構築することを基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

児童発達支援センター 1 か所 1 か所 

保育所等訪問支援提供事業所 2 か所 2 か所 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・児童発達支援センターが１か所設置されており、障害児の地域社会への参加・包容

（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪問支援を実施しています。今後、

児童発達支援センターは、地域における中核的な支援施設となることから、機能の

強化を図っていきます。 
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②重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

の確保 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所を、各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以上確保することを

基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

児童発達支援提供事業所 0 か所 2 か所 

放課後等デイサービス提供事業所 1 か所 2 か所 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・本市には、児童発達支援事業所が１か所、放課後等デイサービス事業所が１か所あ

ることから、これらの事業所との連携を図りながら支援体制の確保に努めます。 

 

③医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに、医療的ケア児が適切な支援が受けられるよう、各都道府県、各

圏域、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携

を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネータ

ーを配置することを基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の

場の設置 
未設置 設置 

医療的ケア児支援のためのコーディネーター

の配置人数 
0 人 1 人 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・医療的ケア児の協議の場として銚子市地域自立支援協議会において、専門部会など

の設置を検討します。また、医療的ケア児などに関するコーディネーターの配置は、

県の養成研修などを活用し、コーディネーターの確保に努めます。 
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（６）発達障害者等に対する支援 

発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族などへの

支援が重要であることから、保護者などが子どもの発達障害の特性を理解し、必

要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントトレーニング

やペアレントプログラム等に対する支援体制を確保することが重要となります。 

 

①ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数

（保護者）及び実施者数（支援者） 

＜国の基本指針＞ 

・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数

（保護者）及び実施者数（支援者）を見込むこと。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

ペアレントトレーニングやペアレントプログ

ラム等の支援プログラムの受講者数 

【保護者】 

0 人 3 人 

ペアレントトレーニングやペアレントプログ

ラム等の支援プログラムの実施者数 

【支援者】 

0 人 3 人 

ペアレントメンターの人数 0 人 1 人 

 

 
＜銚子市の取組＞ 

・千葉県発達障害者支援センターCAS と連携し、事業の実施を検討していきます。 
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（７）相談支援体制の充実・強化等 

相談支援体制の充実・強化の取組の中核となる基幹相談支援センターの設置が

進む中、計画相談支援の対象者を、原則障害福祉サービスを対象とするすべての

利用者へ拡大したことに伴い、事業所数及び従事者数は増加しているものの、事

業所あたりの相談支援専門員の数が少ないなど、運営体制が脆弱な事業所もある

ことから、これらの事業所を援助し相談支援体制のさらなる充実に向けた取組が

求められています。 

 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに、各市町村において、基幹相談支援センターを設置するととも

に、相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

基幹相談支援センターの設置 1 か所 1 か所 

相談支援事業者に対する訪問などによる専門

的な指導・助言 
88 件 100 件 

相談支援事業者の人材育成の支援 2 件 3 件 

相談機関との連携強化の取組の実施回数 11 回 11 回 

事例検討の実施回数（頻度） 0 回 4 回 

事例検討の参加事業者（機関）数 0 事業所 20 事業所 

協議会の専門部会の設置数 4 か所 4 か所 

専門部会の実施回数（頻度） 0 回 4 回 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・障害者などの身近なところで適切なアドバイスができる相談支援体制の充実は不

可欠であることから、基幹相談支援センターを中心に、様々な困難ケースや問題に

対して情報共有や共通の認識を図ります。また、基幹相談支援センターの研修など

を通じて、更なるスキルアップの向上に努めるとともに、指定特定相談事業所の設

置促進及び相談支援専門員の資格取得研修について、県の研修機関と連携し、拡充

に努めます。 
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（８）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、

改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用

者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要となります。 

 

＜国の基本指針＞ 

・令和８年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体

制を構築することを基本とする。 

 

項 目 
令和５年度 

【実績見込み】 

令和８年度 

【目標値】 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係

る研修その他の研修への市職員の参加 
0 人 3 人 

障害者自立支援審査支払等システム等を活用

し、事業所や関係自治体などと共有する体制

の有無及び実施回数 

無（0 回） 有（1 回） 

 

 

＜銚子市の取組＞ 

・基幹相談支援センターと障害福祉サービス事業者間での情報交換を行い、サービス

の質の向上に努めます。また、基幹相談支援センターが実施する情報共有及び資質

向上のための研修会や、県などで実施している各種研修会への積極的な参加を呼び

かけます。 
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２ 障害福祉サービス等の見込量と今後の方策 
 

 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事

並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 

見
込
量 

利用者数 100 105 110 70 76 81 

利用量 1,850 1,900 1,950 1,471 1,586 1,710 

実
績
値 

利用者数 56 62 65    

利用量 1,248 1,340 1,305    

達
成
率 

利用者数 56.0％ 59.0％ 59.1％    

利用量 67.5％ 70.5％ 66.9％    
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②重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい

困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排

せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及

び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合

的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援

その他の支援を行います。（日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための

見守り等の支援を含む。） 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

重度訪問介護 

見
込
量 

利用者数 15 15 20 10 10 10 

利用量 400 400 600 450 450 450 

実
績
値 

利用者数 8 8 8    

利用量 363 344 370    

達
成
率 

利用者数 53.3％ 53.3％ 40.0％    

利用量 90.8％ 86.0％ 61.7％    

 

③同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、

当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その

他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

同行援護 

見
込
量 

利用者数 20 20 20 16 16 16 

利用量 200 200 200 96 96 96 

実
績
値 

利用者数 19 15 16    

利用量 94 94 91    

達
成
率 

利用者数 95.0％ 75.0％ 80.0％    

利用量 47.0％ 47.0％ 45.5％    
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④行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時

介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避する

ために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その

他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

行動援護 

見
込
量 

利用者数 5 10 10 5 6 6 

利用量 100 150 150 90 108 108 

実
績
値 

利用者数 5 4 4    

利用量 110 101 65    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 40.0％ 40.0％    

利用量 110.0％ 67.3％ 43.3％    

 

⑤重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある

もののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神

障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。千葉

県には事業所がなく、利用希望者が見込めませんが、その他の障害福祉サービス

を組み合わせて包括的に提供することにより、身近な地域での生活を可能にでき

るよう支援します。 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

重度障害者等

包括支援 

見
込
量 

利用者数 0 1 1 0 0 0 

利用量 0 10 10 0 0 0 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

利用量 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 － 0.0％ 0.0％    

利用量 － 0.0％ 0.0％    
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 訪問系サービスの今後の方策 

 

福祉施設などから地域生活への移行の支援を推進していく中で、今後も利用希望

が見込まれるサービスのため、現在の事業所に継続して事業を展開してもらうこと

が重要となります。なお、安定的な提供体制のための人材養成などの推進と新規事

業所の参入の促進にも引き続き取り組んでいきます。 
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（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設

において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提

供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主

として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の

家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作

的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために

必要な支援を行います。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 

見
込
量 

利用者数 220 240 260 
182 

（45） 

188 

（46） 

193 

（47） 

利用量 4,500 5,000 5,500 3,646 3,756 3,868 

実
績
値 

利用者数 
166 

（42） 

169 

（43） 

177 

（43） 
   

利用量 3,335 3,379 3,547    

達
成
率 

利用者数 75.5％ 70.4％ 68.1％    

利用量 74.1％ 67.6％ 64.5％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち重度障害者の実績・見込みとなっています。 
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②自立訓練（機能訓練） 

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該

障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅

を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関す

る相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 1 1 1 

利用量 23 23 23 23 23 23 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

利用量 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

利用量 0.0％ 0.0％ 0.0％    

 

③自立訓練（生活訓練） 

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当

該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の

居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むため

に必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

見
込
量 

利用者数 2 2 2 
1 

（1） 

1 

（1） 

1 

（1） 

利用量 46 46 46 23 23 23 

実
績
値 

利用者数 
1 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 
   

利用量 13 0 0    

達
成
率 

利用者数 50.0％ 0.0％ 0.0％    

利用量 28.3％ 0.0％ 0.0％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち精神障害者の実績・見込みとなっています。 
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④就労選択支援 

就労アセスメントの手法を活用して、本人の就労能力や適性、配慮事項などを

整理し、本人の希望に応じて、能力などに合致した一般就労と福祉サービスの事

業所の選択を可能にするものです。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労選択支援 

見
込
量 

利用者数     3 5 

 

⑤就労移行支援 

就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込

まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その

適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その

他の必要な支援を行います。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労移行支援 

見
込
量 

利用者数 30 30 30 16 16 18 

利用量 450 450 450 288 288 324 

実
績
値 

利用者数 16 17 14    

利用量 276 331 264    

達
成
率 

利用者数 53.3％ 56.7％ 46.7％    

利用量 61.3％ 73.6％ 58.7％    
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⑥就労継続支援Ａ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契

約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行いま

す。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労継続支援 

Ａ型 

見
込
量 

利用者数 6 6 6 20 25 30 

利用量 120 120 120 312 400 480 

実
績
値 

利用者数 4 6 13    

利用量 61 93 227    

達
成
率 

利用者数 66.7％ 100.0％ 216.7％    

利用量 50.8％ 77.5％ 189.2％    

 

⑦就労継続支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用され

ていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事

業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所

に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な

者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労継続支援 

Ｂ型 

見
込
量 

利用者数 140 150 160 114 120 120 

利用量 2,460 2,600 2,750 1,938 2,040 2,040 

実
績
値 

利用者数 116 114 113    

利用量 1,970 1,966 1,956    

達
成
率 

利用者数 82.9％ 76.0％ 70.6％    

利用量 80.1％ 75.6％ 71.1％    
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⑧就労定着支援 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（以下「就労移行支援等」

という。）を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図

るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相

談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労定着支援 

見
込
量 

利用者数 10 10 10 10 12 14 

実
績
値 

利用者数 9 6 4    

達
成
率 

利用者数 90.0％ 60.0％ 40.0％    

 

⑨療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、

日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するも

のにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管

理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、

療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

療養介護 

見
込
量 

利用者数 15 15 15 12 13 13 

実
績
値 

利用者数 12 12 12    

達
成
率 

利用者数 80.0％ 80.0％ 80.0％    
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⑩短期入所（ショートステイ） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、

児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期

間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。 

 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

短期入所 

【福祉型】 

見
込
量 

利用者数 30 30 30 
20 

（7） 

26 

（8） 

34 

（9） 

利用量 180 180 180 184 236 302 

実
績
値 

利用者数 
7 

（0） 

9 

（3） 

16 

（5） 
   

利用量 81 61 116    

達
成
率 

利用者数 23.3％ 30.0％ 53.3％    

利用量 45.0％ 33.9％ 64.4％    

短期入所 

【医療型】 

見
込
量 

利用者数 10 10 10 5 5 5 

利用量 50 50 50 30 30 30 

実
績
値 

利用者数 5 4 3    

利用量 44 42 21    

達
成
率 

利用者数 50.0％ 40.0％ 30.0％    

利用量 88.0％ 84.0％ 42.0％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち重度障害者の実績・見込みとなっています。 

 

 日中活動系サービスの今後の方策 

 

令和３年２月、市内に短期入所施設が設置されたため、今後の利用増加が見込ま

れます。また、入所施設などから地域生活への移行促進や障害のある人の自立支援

の推進の機会の場としての利用も期待されています。 

本市は就労移行支援事業所が少ないため、事業者に対して就労の確保の働きかけ

を行うとともに、障害のある人の障害特性や生活実態に合った多様な事業者の参入

を働きかけていきます。障害のある人の自立支援や一般就労支援などについては、

銚子市地域自立支援協議会を中心に、東総就業センターなどの関係機関との連携を

強化し、総合的な支援システムの構築を目指し、事業者への研修会の参加、障害の

ある人に対する合同面接会や職場体験実習などを実施して一般就労への移行促進

などを図ります。障害のある人の就業希望の選択肢が広がるよう、市内及び近隣市

町との連携・協力のもと、多様な事業者の参入を促進していきます。 
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（３）居住系サービス 

①自立生活援助 

居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報

を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上

での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との

連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立生活援助 

見
込
量 

利用者数 
5 

（1） 

10 

（5） 

10 

（10） 

1 

（1） 

1 

（1） 

1 

（1） 

実
績
値 

利用者数 
0 

（0） 

1 

（1） 

1 

（1） 
   

達
成
率 

利用者数 0.0％ 10.0％ 10.0％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち精神障害者の実績・見込みとなっています。 

 

②共同生活援助（グループホーム） 

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行わ

れる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行い

ます。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

共同生活援助 

見
込
量 

利用者数 
120 

（1） 

130 

（5） 

140 

（10） 

88 

（32） 

【9】 

90 

（34） 

【10】 

93 

（36） 

【10】 

実
績
値 

利用者数 

89 

（30） 

【8】 

92 

（32） 

【8】 

85 

（30） 

【8】 

   

達
成
率 

利用者数 74.2％ 70.8％ 60.7％    

※括弧内（上段）の数値は全体の数量のうち精神障害者の実績・見込みとなっています。 

※括弧内【下段】の数値は全体の数量のうち重度障害者の実績・見込みとなっています。 
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③施設入所支援 

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事

等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行い

ます。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

施設入所支援 

見
込
量 

利用者数 78 75 70 73 71 70 

実
績
値 

利用者数 77 78 74    

達
成
率 

利用者数 98.7％ 104.0％ 105.7％    

 

 

 居住系サービスの今後の方策 

 

市内では依然として「共同生活援助（グループホーム）」の不足が課題となって

います。高齢化する障害者などの親亡き後を見据えた支援体制が必要となっている

ため、継続してグループホームへの入所支援を行います。また、現在の利用実績と

比例して施設への利用意向の待機者が増加傾向にあります。今後は利用実績の推移

を把握した上で、グループホームの整備を促進するとともに、個別の状況を踏まえ

て調整を行っていく必要があります。 
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（４）相談支援サービス 

①計画相談支援 

障害福祉サービス等の利用にあたり、個々のニーズや状態に応じたサービスの

種類や必要量についてサービス等利用計画の作成を行うもので、サービスを利用

するすべての障害者が対象となります。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 

見
込
量 

利用者数 120 130 140 96 100 103 

実
績
値 

利用者数 92 96 92    

達
成
率 

利用者数 76.7％ 73.8％ 65.7％    

 

②地域移行支援 

施設・精神科病院に入所・入院している障害者に対して、居住の確保その他の

地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行うものです。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域移行支援 

見
込
量 

利用者数 
5 

（1） 

10 

（5） 

20 

（10） 

1 

（1） 

1 

（1） 

1 

（1） 

実
績
値 

利用者数 
1 

（1） 

0 

（0） 

0 

（0） 
   

達
成
率 

利用者数 20.0％ 0.0％ 0.0％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち精神障害者の実績・見込みとなっています。 
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③地域定着支援 

居宅において単身等の状況で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保

し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等において相談等の支援を行うもの

です。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域定着支援 

見
込
量 

利用者数 
5 

（1） 

10 

（5） 

20 

（10） 

1 

（1） 

1 

（1） 

1 

（1） 

実
績
値 

利用者数 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 
   

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

※括弧内の数値は全体の数量のうち精神障害者の実績・見込みとなっています。 

 

 

 相談支援サービスの今後の方策 

 

計画相談支援については、障害福祉サービス等の利用促進とサービスの向上のた

め、相談支援事業所連絡会を定期的に開催し、県や関係機関などと連携しながら、

相談支援専門員の人材確保と質の向上に努めます。 

地域移行支援や地域定着支援の利用はありませんが、障害者支援施設やグループ

ホームなどから一人暮らしへの移行を希望する知的障害や精神障害のある人の需

要や長期入院患者の地域生活への移行の利用者も見込まれることから、制度の周知

と相談支援専門員の資質向上を図り、地域相談支援体制の整備・充実に努めます。 

利用者に対する情報提供や制度の周知については、今後、様々な媒体を利用した

情報の周知や重層的な相談体制の強化を図ります。 
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（５）障害児支援サービス 

①児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓

練等を行うものです。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 

見
込
量 

利用者数 50 60 60 26 27 29 

利用量 550 600 600 180 192 206 

実
績
値 

利用者数 21 24 24    

利用量 161 167 168    

達
成
率 

利用者数 42.0％ 40.0％ 40.0％    

利用量 29.3％ 27.8％ 28.0％    

 

②放課後等デイサービス 

放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会

との交流の促進等を行うものです。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

放課後等デイ

サービス 

見
込
量 

利用者数 70 80 90 58 59 61 

利用量 1,050 1,200 1,350 808 832 857 

実
績
値 

利用者数 53 51 56    

利用量 766 731 762    

達
成
率 

利用者数 75.7％ 63.8％ 62.2％    

利用量 73.0％ 60.9％ 56.4％    
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③保育所等訪問支援 

保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活への

適応のための専門的な支援を行うものです。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保育所等訪問

支援 

見
込
量 

利用者数 20 25 30 11 11 11 

利用量 40 50 60 12 12 13 

実
績
値 

利用者数 11 5 3    

利用量 14 6 3    

達
成
率 

利用者数 55.0％ 20.0％ 10.0％    

利用量 35.0％ 12.0％ 5.0％    

 

④居宅訪問型児童発達支援 

重度障害のある子どもで、障害児通所支援を利用するために外出することが著

しく困難な場合に、居宅を訪問して児童発達支援を行うものです。 

（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅訪問型児

童発達支援 

見
込
量 

利用者数 1 2 2 1 1 1 

利用量 4 8 8 2 3 3 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

利用量 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

利用量 0.0％ 0.0％ 0.0％    
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⑤障害児相談支援 

障害児通所支援を利用するすべての児童に障害児支援利用計画を作成し、サー

ビス等の利用状況の検証（モニタリング）や事業者等との連絡調整などを行うも

のです。 

（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障害児相談支

援 

見
込
量 

利用者数 40 50 60 20 21 22 

実
績
値 

利用者数 20 21 19    

達
成
率 

利用者数 50.0％ 42.0％ 31.7％    

 

 

 障害児支援サービスの今後の方策 

 

障害児の地域支援体制については、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、

放課後等デイサービス事業所が連携して休日などのサービスの提供体制の充実に

取り組んでいきます。 

また、障害のある児童やその家族に対し支援を行い、保健、医療、障害福祉、保

育、教育、就労支援などの関係機関との連携や地域の理解を求められるようにサポ

ートしていきます。増加している発達障害に関する相談については、多くの人に発

達障害の特性を理解していただき、障害のある児童が生き生きと安心して生活でき

る地域づくりを目指し、研修会の開催などを行いながら相談支援体制の整備に努め

ます。 
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３ 地域生活支援事業の見込量と今後の方策 
 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

福祉教育や広報周知により啓発活動（イベントや教室の開催、パンフレットの

配布など）を行い、障害のある人に対する理解を深めるための事業を実施します。 

（単位：実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

理解促進研修・

啓発事業 
実施の有無 無 無 有 有 有 有 

 

 今後の方策 

 

理解促進研修・啓発事業については、「銚子市地域自立支援協議会」や「地域生活

支援拠点」を中心に障害のある人などの理解を深めるための方策の検討や学習会を

実施していきます。 

さらに、対象者を一般市民に広げた研修会の開催、市のイベントの際の福祉事業

所の活動の紹介やインターネットなどのデジタル媒体を活用した新しい啓発活動

にも取り組みます。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障害のある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動を支

援します。 

（単位：実施の有無・開催数、参加者平均） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自発的活動支援

事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

ピアサポート活

動 

開催数・ 
参加者平均 

2 回/月 

12 人 

2 回/月 

12 人 

3 回/月 

13 人 

3 回/月 

13 人 

3 回/月 

13 人 

3 回/月 

13 人 
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 今後の方策 

 

自発的活動支援事業については、引き続き、障害者の団体などと連携を強化して

いきます。ピアサポート事業は事業者に委託するとともに、毎月の相談事業などを

広報に掲載するなどの周知活動を支援し、参加者の拡大に取り組みます。 

 

（３）相談支援事業 

障害者や家族などの相談に対して、必要な制度やサービスの情報提供、権利擁

護のために必要な援助などを行うことにより、障害者が自立した日常生活や社会

生活を営むことができるよう支援します。 

（単位：か所、実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障害者相談支

援事業 

事業所数 7 7 8 8 8 8 

基幹相談支援
センター 

1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援

センター等機

能強化事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

障害者虐待防

止センター 
設置状況 設置 設置 設置 設置 設置 設置 

 

 今後の方策 

 

基幹相談支援センター・地域生活支援拠点を中心に、児童発達支援センターのほ

か福祉・保健・医療・教育分野などの関係機関との連携強化を図ります。 

基幹相談支援センター等機能強化事業については、引き続き実施し障害のある

様々な人の相談支援に関する業務を総合的、専門的に行うほか、権利擁護や虐待防

止、障害者差別のための必要な援助を行います。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度は、知的障害、精神障害などの理由によって判断能力に欠ける又

は不十分な方に対し、成年後見制度の利用支援を行うことにより、障害のある人

の権利擁護を図ります。 

成年後見制度の利用については、負担能力のない人に対して、申立てに要する

経費（登記手数料、鑑定手数料、郵便料）及び後見人などの報酬の全部又は一部

を助成します。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度利

用支援事業 
取扱件数 2 0 0 2 2 2 

 

 今後の方策 

 

令和３年度の成年後見の市長申し立ての実績は２件あり、障害者の高齢化及び親

亡き後を見据え、障害特性や個別状況に応じた後見人の確保が重要となっていま

す。障害のある人やその家族の高齢化に対応した支援体制を推進します。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見などの業務を適正に行うことができる法人を確保で

きる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援

することで、障害のある人の権利擁護を図ります。 

（単位：実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度法

人後見支援事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 

 今後の方策 

 

成年後見制度法人後見支援事業については、海匝圏域で取り組んできた近隣市と

の連携のもと、引き続き一般社団法人東総権利擁護ネットワークに委託し実施して

いきます。 
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（６）意思疎通支援事業（手話通訳等） 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障が

ある障害者を対象に、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、コミュニケーションが

図れるよう支援します。 

（単位：回/年、設置の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者派

遣事業 
派遣回数 48 39 15 20 20 20 

要約筆記者派

遣事業 
派遣回数 0 0 0 1 1 1 

手話通訳者設

置事業 
設置の有無 未設置 未設置 未設置 未設置 未設置 未設置 

 

 今後の方策 

 

手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業については、千葉県聴覚障害者協会

に委託し実施しています。利用実績は対象者の減少により緩やかに減少しています

が、日常社会の中での障害者に対する合理的配慮を推進するため、手話通訳者設置

事業や障害者団体から要望のある代読・代筆支援事業については、近隣市の状況を

踏まえながら検討していきます。令和元年度から「要約筆記者派遣事業」を実施し

ています。 

千葉県聴覚障害者協会に手話通訳者の派遣を依頼していますが、近隣での手話通

訳者の登録者数が少ないため緊急時や夜間、祝日などの派遣が困難となっており、

手話通訳者の育成・確保が今後の課題となっています。引き続き千葉県聴覚障害者

協会と協力して取り組んでいきます。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

障害者などが日常生活上の便宜を図るための用具である日常生活用具の購入や

住宅改修をする際に、障害者などにその購入費用などの一部を日常生活用具費と

して給付することにより、障害者などの日常生活の支援を行います。 

（単位：件/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

介護訓練支援用具 件数 0 2 1 2 2 2 

自立生活支援用具 件数 4 3 2 4 4 4 

在宅療養等支援用具 件数 11 7 2 11 11 11 

情報・意思疎通支援

用具 
件数 44 37 40 44 44 44 

排泄管理支援用具 件数 1,846 1,818 1,820 1,850 1,850 1,850 

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 
件数 2 0 0 2 2 2 

 

 今後の方策 

 

日常生活用具等給付等事業については、障害者に対して「広報」「市ホームペー

ジ」「障害者福祉ガイドブック」を活用して各給付事業の周知を図るとともに、適

切な日常生活用具等の給付を行っていきます。 

令和３年度からは要望の多かった発電機が新規に給付品目に加わりました。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

日常生活に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した奉仕員を養成します。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話奉仕員養

成研修事業 

会場 銚子市 銚子市 匝瑳市 匝瑳市 旭市 旭市 

修了者数 11 7 0 0 1 1 

 

 今後の方策 

 

手話奉仕員養成研修事業については、千葉県聴覚障害者協会に委託し、手話奉仕

員の育成を行います。 

また、海匝地区の３市合同による手話奉仕員養成講座（初級者向け）を開催して

います。講習会を通して聴覚障害者に対する理解と手話奉仕員の育成に努めるとと

もに、行政窓口での聴覚障害者に対する合理的配慮についても理解を深めていきま

す。 

 

（９）移動支援事業 

社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出に支援

が必要な障害者などに対して、ヘルパーなどを派遣して移動支援を行います。 

（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

移動支援事業 
利用者数 44 42 41 44 44 44 

時間数 418 422 415 440 440 440 

 

 今後の方策 

 

移動支援事業については、一人で外出することが困難な障害者が地域社会の中で

生活するために必要な支援事業です。障害のある人及びその家族に対して周知を図

るとともに、移動支援サービスの提供事業所の支援員の確保と育成に取り組みます。 
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（10）地域活動支援センター 

地域において就労機会を得がたい障害者などに対して、通所による創作的活動

や生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進などの便宜を供するため、地域

活動支援センターを設置し、障害者などの状況に応じた支援を行います。 

（単位：か所、人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域活動支援セン

ター事業 

設置数 1 1 2 2 2 2 

実人数 55 74 110 115 120 125 

内訳 

Ⅰ型 設置数 1 1 1 1 1 1 

Ⅱ型 設置数 0 0 1 1 1 1 

Ⅲ型 設置数 0 0 0 0 0 0 

 

 今後の方策 

 

地域活動支援センター事業については、障害者などの地域における交流の場、憩

いの場としての「昼間の居場所づくり」として需要があります。また、「休日の交流

の場」として実施しています。 

また、障害のある人のニーズに応えていくために、事業所及び障害者やその家族

との「ミーティングの場」の確保に取り組みます。 
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（11）任意事業 

①日中一時支援事業 

日中、障害福祉サービス事業所などにおいて、障害者などに活動の場を提供し、

見守りや社会に適応するための日常的訓練などの支援を行います。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日中一時支援事業 実人数 31 31 28 31 31 31 

 

②訪問入浴事業 

通所困難な重度の障害者などに対し、身体の清潔保持及び心身機能の維持を図

るため、居宅を訪問し入浴の支援を行います。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

訪問入浴事業 実人数 6 6 4 6 6 6 

 

③知的障害者職親委託事業 

知的障害者を対象に生活指導も含めた就労訓練の一環として実施します。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

知的障害者職親委

託事業 
実人数 1 1 1 1 1 1 
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④身体障害者自動車改造費助成事業 

身体障害者が、就労などの社会参加を行う目的で、自らが所有し運転する自動

車を改造する場合に自動車改造にかかる費用の一部を助成します。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

身体障害者自動車

改造費助成事業 
実人数 1 0 0 1 1 1 

 

⑤自動車運転免許取得促進事業 

身体障害者・知的障害者が、就労などの社会参加のため、自動車免許を取得し

た場合に、その費用の一部を助成します。 

（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自動車運転免許取

得促進事業 
実人数 0 0 0 1 1 1 

 

 

 今後の方策 

 

市の任意事業については、人口減少や社会構造の変化、地域資源の確保などを見

据えて事業を展開する必要があります。障害者が地域社会の中で安心して暮らして

いくための支援ニーズを把握していくために、利用実績の推移を把握し見込量を設

定します。 
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（12）その他福祉事業 

市が実施している単独事業は次のとおりです。 

（単位：人/年、件/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込み） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅障害者等紙お

むつ給付事業 
実人数 41 44 44 45 47 48 

緊急通報システム

事業 
実人数 17 14 14 14 14 14 

福祉タクシー利用

助成 
実人数 718 700 700 718 718 718 

福祉カー貸付事業 利用件数 13 20 20 20 30 30 

家具転倒防止器具

設置助成事業 
件数 0 0 0 0 0 0 

 

 

 今後の方策 

 
障害のある人及びその家族に事業の周知を図り、障害のある人の障害特性や生活

実態、地域特性を考慮し、各種事業の利用促進を図っていきます。 

 

  



第４章 障害福祉計画・障害児福祉計画 

86 

 

 



 

87 

第５章 

障害のある人を取り巻く現状 
 

 

 

 

 

 

 



第５章 障害のある人を取り巻く現状 

88 

１ 統計データに基づく障害のある人の現状 
 

 

（１）人口の状況 

本市の総人口は、減少傾向で推移し、令和４年度末現在で 55,823 人となって

います。 

また、年齢３区分別人口の推移をみると、74 歳以下の年齢区分で年々減少し

ているなか、高齢化率は増加傾向で推移し、令和４年度末現在で高齢化率は

39.6％となっています。 

＜総人口及び年齢３区分別人口の推移＞ 

（単位：人、世帯） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

全体 62,482 61,148 59,920 58,614 56,998 55,823 

 

０～14歳 5,235 4,974 4,713 4,483 4,188 3,921 

15～64歳 34,916 33,792 32,872 31,782 30,513 29,780 

65～74歳 10,618 10,544 10,528 10,771 10,627 10,152  

75歳以上 11,713 11,838 11,807 11,578 11,670 11,970  

高齢化率（％） 35.7 36.6 37.3 38.1 39.1 39.6 

世帯数 27,422 27,281 27,247 27,133 26,706 26,751 

１世帯当たりの人員数 2.28 2.24 2.20 2.16 2.13 2.09 

資料：住民基本台帳（各年度末現在） 
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（２）障害のある人の状況 

①銚子市の障害者数 

本市の障害者手帳所持者は、令和４年度末現在で 3,076 人となっており、総

人口に占める割合は 5.5％となっています。なお、障害者数については、令和３

年度までは累計加除方式で集計していましたが、令和４年度は障害者手帳の交付

実数としています。 

 

＜障害者手帳所持者の推移＞ 
（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

身体障害者手帳 1,748 1,675 1,645 1,500 1,431 2,046 

療育手帳 486 498 503 512 514 505 

精神障害者保健福

祉手帳 
398 414 430 445 483 525 

総人口に占める障

害者の割合（％） 
4.2 4.2 4.3 4.2 4.3 5.5 

合計 2,632 2,587 2,578 2,457 2,428 3,076 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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②身体障害のある人 

令和４年度末の市の身体障害者手帳所持者を等級別でみると、「１級」が

38.9％で最も多く、次いで「４級」が 20.6％、「２級」が 15.2％となっていま

す。 

年齢別でみると、18 歳未満が 23 人、18 歳以上が 2,023 人となっています。 

障害部位別でみると、「肢体不自由」が 43.6％で最も多く、次いで「内部障害」

が 39.1％、「視覚障害」が 8.3％となっています。 

＜身体障害者手帳所持者の推移（等級別）＞ 
（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

合計 1,748 1,675 1,645 1,500 1,431 2,046 

 

１級 719 715 704 658 628 795 

２級 293 277 264 232 222 310 

３級 232 227 225 212 196 299 

４級 327 295 298 264 240 422 

５級 126 117 110 103 107 95 

６級 51 44 44 31 38 125 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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35 36 38 38 38 23 

1,713 1,639 1,607 1,462 1,393 

2,023 

1,748 1,675 1,645 
1,500 1,431 

2,046 

0

500

1,000

1,500

2,000
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（人）

＜身体障害者手帳所持者の推移（年齢別）＞ 

（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

合計 1,748 1,675 1,645 1,500 1,431 2,046 

 
18歳未満 35 36 38 38 38 23 

18歳以上 1,713 1,639 1,607 1,462 1,393 2,023 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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＜身体障害者手帳所持者の推移（障害部位別）＞ 
（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

合計 1,748 1,675 1,645 1,500 1,431 2,046 

 

視覚障害 204 192 194 187 182 170 

聴覚障害 91 83 79 77 87 163 

言語障害 9 6 6 5 4 20 

肢体不自由 917 865 845 754 703 893 

内部障害 527 529 521 477 455 800 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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③知的障害のある人 

本市の療育手帳所持者は、令和４年度末現在で 505 人となっています。平成

29 年度末の 486 人と比べると、この５年間で 19 人（3.9％）の増加となって

います。 

程度別でみると、「重度・最重度」が 40.4％で最も多く、次いで「軽度」が 33.3％、

「中度」が 26.3％となっています。 

年齢別でみると、18 歳未満が 87 人、18 歳以上が 418 人となっています。 

 

＜療育手帳所持者の推移（年齢別・程度別）＞ 
（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

全体 486 498 503 512 514 505 

 

18歳未満 78 83 87 101 97 87 

 

軽度 43 47 53 62 60 53 

中度 12 12 11 13 17 14 

重度・最重度 23 24 23 26 20 20 

18歳以上 408 415 416 411 417 418 

 

軽度 108 114 116 113 114 115 

中度 119 118 118 117 117 119 

重度・最重度 181 183 182 181 186 184 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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④精神障害のある人 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者は、令和４年度末現在で 525 人となっ

ています。平成29年度末の398人と比べると、この５年間で127人（31.9％）

の増加となっています。 

等級別でみると、「２級」が 66.1％で最も多く、次いで「３級」が 20.0％、

「１級」が 13.9％となっています。 

年齢別でみると、18 歳未満が 13 人、18 歳以上が 512 人となっています。 

 

＜精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（年齢別・等級別）＞ 
（単位：人） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

全体 398 414 430 445 483 525 

 

18歳未満 9 12 13 11 12 13 

 

１級 0 1 1 0 0 0 

２級 7 11 11 9 10 10 

３級 2 0 1 2 2 3 

18歳以上 389 402 417 434 471 512 

 

１級 93 90 78 78 73 73 

２級 229 241 257 272 310 337 

３級 67 71 82 84 88 102 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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本市の自立支援医療（精神通院）受給者は、令和４年度末現在で 981 人とな

っています。平成29年度末の851人と比べると、この５年間で130人（15.3％）

の増加となっています。 

 

＜自立支援医療（精神通院）受給者数の推移＞ 
（単位：人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

自立支援医療

（精神通院） 

受給者 

851 843 886 975 1,004 981 

資料：障害支援室（各年度末現在） 

 

⑤難病のある人 

特定疾患の対象は、指定難病と小児慢性特定疾病であり、令和４年度末現在、

指定難病は 338 疾病、小児慢性特定疾病は 788 疾病となります。 

令和４年度末現在、特定医療費（指定難病）受給者証及び小児慢性特定疾病医療

費受給者証の交付を受けている人は 419 人で、平成 29 年度末の 466 人と比べ

ると、この５年間で 47 人（10.1％）の減少となっています。 

 

＜特定医療費（指定難病）受給者証及び小児慢性特定疾病医療費受給者証交付者の推移＞ 
（単位：人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

特定医療費 427 432 434 452 416 397 

小児慢性特定

疾病医療費 
39 35 32 32 27 22 

合計 466 467 466 484 443 419 

資料：海匝保健所（海匝保健福祉センター事業年報） 
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⑥障害支援区分の状況 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスを利用するにあた

り、支援の必要度に応じた６段階の区分があります。障害福祉サービスの充実と

周知により認定申請者は増加傾向にあります。 

 

＜障害支援区分の推移＞ 
（単位：人） 

令和２年度 身体障害 知的障害 精神障害 難病等 児童 合計 

障
害
支
援
区
分 

区分１ 0 0 0 0 0 0 

区分２ 2 9 13 0 0 24 

区分３ 23 19 23 0 0 65 

区分４ 13 28 15 0 0 56 

区分５ 16 45 5 0 0 66 

区分６ 55 46 2 0 0 103 

区分なし 28 50 47 0 9 134 

総数 137 197 105 0 9 448 

 

令和３年度 身体障害 知的障害 精神障害 難病等 児童 合計 

障
害
支
援
区
分 

区分１ 0 0 0 0 0 0 

区分２ 2 8 17 0 0 27 

区分３ 18 24 22 0 0 64 

区分４ 11 32 19 0 0 62 

区分５ 17 43 5 0 0 65 

区分６ 55 45 2 0 0 102 

区分なし 30 52 48 0 6 136 

総数 133  204 113 0 6 456 

 

令和４年度 身体障害 知的障害 精神障害 難病等 児童 合計 

障
害
支
援
区
分 

区分１ 0 0 0 0 0 0 

区分２ 2 9 14 0 0 25 

区分３ 17 26 27 0 0 70 

区分４ 12 30 25 0 0 67 

区分５ 18 47 4 0 0 69 

区分６ 54 46 2 0 0 102 

区分なし 30 49 54 0 7 140 

総数 133 207 126 0 7 473 

資料：障害支援室（各年度末現在） 
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（３）障害のある児童への保育・教育の状況 

①児童発達支援センターの利用者数 

銚子市児童発達支援センターわかばの利用者数の推移は、次のとおりです。 

なお、同センターは、令和４年度から指定管理者制度で運営されています。 

＜児童発達支援センターの利用者数の推移＞ 
（単位：人、件） 

 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

児童発達支援 
契約者数 30 37 31 32 34 48 

延利用人数 3,445 3,725 3,202 2,941 2,531 3,155 

居宅訪問型児

童発達支援 

契約者数 0 1 1 0 0 0 

延訪問件数 0 12 45 0 0 0 

保育所等訪問

支援 

契約者数 11 10 15 17 9 8 

延訪問件数 172 236 248 237 176 72 

障害児相談支

援 

契約者数 67 69 74 77 68 61 

延訪問件数 390 445 517 431 430 541 

特定相談支援 
契約者数 27 30 38 37 42 52 

延訪問件数 151 207 252 317 359 483 

資料：銚子市児童発達支援センターわかば 

 

②障害児保育 

市内における保育所の障害児保育の状況は、次のとおりです。 

＜障害児保育の実施か所数・利用者数の推移＞ 
（単位：か所、人） 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

公立保育所 
受入施設数 4 4 4 4 3 

人数 30 29 25 33 36 

民間保育所 
受入施設数 5 4 6 6 5 

人数 36 25 18 22 14 

資料：子育て支援課  
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③特別支援学級 

市内における特別支援学級の在籍者数は、令和４年度末で小学校（11 校）で

105 人、中学校（５校）で 52 人となっています。 

＜特別支援学級の学級数・児童生徒数の推移＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

小学校 
学級数 25 25 25 26 25 

人数 105 96 103 111 105 

中学校 
学級数 15 15 15 11 13 

人数 40 43 40 47 52 

資料：学校教育課（各年度末現在） 

 

④特別支援学校 

障害保健福祉圏域（銚子市・旭市・匝瑳市）における特別支援学校（２校）の在

学者数は、令和４年度末で幼稚部０人、小学部92人、中学部62人、高等部87 人

となっています。 

＜千葉県立銚子特別支援学校の学級数・在学者数の推移＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

高等部 
学級数 9 10 7 6 5 

在学者数 38 40 36 25 20 

中学部 
学級数 6 4 5 8 10 

在学者数 9 8 14 23 27 

小学部 
学級数 14 15 18 18 15 

在学者数 31 40 44 43 39 

幼稚部 
学級数 2 2 1 1 0 

在学者数 3 2 2 1 0 

資料：千葉県（各年度末現在） 

＜千葉県立八日市場特別支援学校の学級数・在学者数の推移＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

高等部 
学級数 12 11 10 10 13 

在学者数 62 53 49 48 67 

中学部 
学級数 8 11 13 10 9 

在学者数 26 42 52 46 35 

小学部 
学級数 14 14 14 14 15 

在学者数 49 47 42 49 53 

資料：千葉県（各年度末現在）  
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２ 第６期銚子市障害福祉計画・第２期銚子市障害児福祉計画の進捗状況 
 

 

（１）施設入所から地域生活への移行 

施設入所者の地域生活への移行に関する目標と実績は、次のとおりです。 

・令和元年度末時点の施設入所者数：79 人 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
地域生活移行者数 

5人 
（6.3％） 

1人 
（1.3％） 

・令和元年度末の施設入所者数の
６％以上を地域生活へ移行 

【目標②】 
施設入所者数 

2人 
（2.5％） 

6人 
（7.6％） 

・令和元年度末の施設入所者数の
1.6％以上を削減 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標と実績は、次

のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
保健、医療及び福祉関係者による 

協議の場の開催回数 
1回 0回 

・市町村ごとの保健、
医療及び福祉関係
者による協議の場
を通じて、重層的な
連携による支援体
制を構築するため
に必要となる、協議
の場に関する見込
みを設定 

【目標②】 
保健、医療及び福祉関係者による 

協議の場への関係者の延べ参加者数 
10人 0人 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

地域生活支援拠点等の機能の充実に関する目標と実績は、次のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
地域生活支援拠点数 

1か所 10か所 
・令和５年度末までに少なくとも１か
所整備 

【目標②】 
機能充実に向けた運用状況
の検証及び検討の実施回数 

2回／年 0回／年 
・地域生活支援拠点等の機能充実
のため、年１回以上運用状況を検
証及び検討 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から一般就労への移行などに関する目標と実績は、次のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
一般就労移行者数 

8人 
（1.60 倍以上） 

17人 
（3.40倍） 

・令和元年度実績（5人）の1.27倍 

 

【目標②】 
就労移行支援事業からの 
一般就労移行者数 

6人 
（1.50倍） 

15人 
（3.75倍） 

・令和元年度実績（4人）の1.30倍 

【目標③】 
就労継続支援Ａ型事業からの 

一般就労移行者数 

1人 
（-） 

0人 
（-） 

・令和元年度実績（0人）の1.26倍 

【目標④】 
就労継続支援Ｂ型事業からの 

一般就労移行者数 

1人 
（1.00 倍以上） 

2人 
（2.00倍） 

・令和元年度実績（1人）の1.23倍 

【目標⑤】 
就労定着支援事業の利用割合 

8人 
（100.0％） 

16人 
（94.1％） 

・就労移行支援事業等を通じて一
般就労に移行する者のうち、７割
が就労定着支援事業を利用 

【目標⑥】 
就労定着率が８割以上の 
就労定着支援事業所の割合 

2か所 
7割以上 

1か所 
（100.0％） 

・就労定着支援事業所のうち、令
和５年度中の就労定着率が８割
以上の事業所が全体の７割以上 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障害児支援の提供体制の整備などに関する目標と実績は、次のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
児童発達支援センター数 

1か所 1か所 
・令和５年度末までに少なくとも１か
所以上設置 

【目標②】 
保育所等訪問支援提供 

事業所数 
1か所 1か所 

・令和５年度末までに保育所等訪
問支援を利用できる体制を構築 

【目標③】 
重症心身障害児を支援する 
児童発達支援提供事業所数 

1か所 0か所 
・令和５年度末までに、市又は各圏
域に少なくとも１か所以上確保 

【目標④】 
重症心身障害児を支援する 
放課後等デイサービス 

提供事業所数 

1か所 1か所 
・令和５年度末までに、市又は各圏
域に少なくとも１か所以上確保 
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項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標⑤】 
医療的ケア児支援のための
関係機関の協議の場の設置 

設置 未設置 

・令和５年度末までに、保健、医
療、障害福祉、保育、教育等の関
係機関等が連携を図るための協
議の場を設置 

【目標⑥】 
医療的ケア児支援のための 
コーディネーターの配置 

配置 未配置 
・令和５年度末までに、医療的ケア
児等に関するコーディネーターを
配置 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

相談支援体制の充実・強化などに関する目標と実績は、次のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
総合的・専門的な 

相談支援の実施の有無 
実施有 実施有 

・障害の種別や各種のニーズに対
応できる総合的・専門的な相談支
援の実施の有無を見込む 

【目標②】 
相談支援事業者に対する 
訪問等による専門的な 
指導・助言件数 

1回 1回 

・地域の相談支援に関する各種件

数及び回数の見込みを設定 
【目標③】 

相談支援事業者の 
人材育成の支援件数 

1件 1件 

【目標④】 
相談機関との連携強化の 
取り組みの実施回数 

1回 4回 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築に関する目

標と実績は、次のとおりです。 

項目 目標 
実績 

（見込み） 
考え方 

【目標①】 
障害福祉サービス等に 
係る研修への市職員の 

参加人数 

4人 0人 
・都道府県が実施する障害福祉サ
ービス等に係る研修への市職員
の参加人数の見込みを設定 

【目標②】 
障害者自立支援審査支払 
等システムによる審査結果を 
共有する体制の有無及び 

実施回数 

体制有 
2回 

体制無 
0回 

・審査結果を分析・活用し、事業所
や近隣自治体等と共有する体制
の有無及びその実施回数の見込
みを設定 
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３ アンケート調査結果に基づく障害のある人の状況 
 

 

（１）調査の概要 

障害のある人の生活状況や障害福祉サービスなどの利用状況・利用意向などを

把握するとともに、障害福祉に対する意識や意向などを把握し、今後の施策の改

善及び展開、充実を図ることを目的に実施しました。 

 

①調査対象者 

■調査対象者：市内在住の障害のある人 800 人 

（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者及び難病患者） 

 

②調査方法・調査期間 

■調査方法：郵送配布、郵送回収 

■調査期間：令和５年６月 26 日から令和５年７月 31 日まで 

 

③回収結果 

■有効回収数：365 件（回収率：45.6％） 

 

④結果を見る際の留意点 

■図表中の「ｎ」とは、その設問の回答者数を表しています。 

■調査結果の比率は、その設問の回答者数を母数として、小数点第２位を四捨

五入して小数点第１位までを示しているため、その合計値が 100％にならな

い場合があります。 

■複数回答の設問は、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。 

■属性別クロス集計などは、無回答を除いているため、回答者の合計が全体と

一致しない場合があります。 
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（２）主な調査結果 

①現在の暮らし 

現在の暮らしについては、「家族と暮らしている」が 76.7％で最も高く、次い

で「ひとりで暮らしている」が12.1％、「グループホームで暮らしている」が7.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来の暮らし 

将来の暮らしについては、「家族と暮らしたい」が 47.7％で最も高く、次いで

「ひとり暮らしをしたい」が 21.4％、「グループホームで暮らしたい」が 9.9％

となっています。また、ひとり暮らしを希望する精神障害者の割合が比較的高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

ひとりで暮らしている 12.1% 15.8% 5.2% 17.0% 19.2% 0.0% 

家族と暮らしている 76.7% 76.3% 76.0% 67.0% 65.4% 98.1% 

グループホームで暮らしている 7.9% 2.9% 14.6% 12.5% 3.8% 1.9% 

障害者入所施設に入所している 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

高齢者施設に入所している 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

病院に入院している 0.8% 0.7% 1.0% 2.3% 0.0% 0.0% 

その他 0.8% 1.4% 1.0% 0.0% 7.7% 0.0% 

無回答 1.6% 2.9% 2.1% 1.1% 3.8% 0.0% 

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

ひとり暮らしをしたい 21.4% 18.7% 9.4% 33.0% 7.7% 14.8% 

家族と暮らしたい 47.7% 48.9% 37.5% 38.6% 65.4% 59.3% 

グループホームで暮らしたい 9.9% 5.8% 20.8% 10.2% 7.7% 5.6% 

障害者入所施設で暮らしたい 7.1% 10.1% 17.7% 3.4% 11.5% 1.9% 

高齢者施設で暮らしたい 2.2% 2.2% 2.1% 1.1% 0.0% 0.0% 

その他 5.8% 7.2% 6.3% 8.0% 3.8% 7.4% 

無回答 6.0% 7.2% 6.3% 5.7% 3.8% 11.1% 
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③外出時の困りごとや不便に思うこと【複数回答】 

外出時の困りごとや不便に思うことについては、「公共交通機関が少ない（ない）」

が 26.3％で最も高く、次いで「困ったときにどうすればいいか心配」が 24.9％、

「外出にお金がかかる」が 23.7％となっています。 

なお、「特にない」が 22.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=342

身体障害者
n=132

知的障害者
n=91

精神障害者
n=82

難病患者
n=25

０～17歳
n=51

公共交通機関が少ない（ない） 26.3% 23.5% 19.8% 37.8% 24.0% 17.6% 

困ったときにどうすればいいか心配 24.9% 19.7% 29.7% 29.3% 24.0% 35.3% 

外出にお金がかかる 23.7% 18.9% 14.3% 42.7% 40.0% 21.6% 

トイレ 20.2% 24.2% 26.4% 19.5% 32.0% 27.5% 

周囲の目が気になる 15.8% 12.1% 17.6% 23.2% 16.0% 27.5% 

発作など突然の身体の変化が
心配

15.2% 15.9% 8.8% 20.7% 16.0% 13.7% 

建物・駅などの階段 11.7% 23.5% 9.9% 8.5% 32.0% 5.9% 

道路の段差 11.4% 21.2% 11.0% 8.5% 20.0% 7.8% 

障害者用の駐車場が少ない
（ない）

9.4% 16.7% 11.0% 3.7% 28.0% 13.7% 

電車・バスなどへの乗車が困難 7.9% 10.6% 14.3% 8.5% 8.0% 9.8% 

エレベーターやエスカレーターが
ない

6.4% 12.1% 2.2% 2.4% 8.0% 3.9% 

歩道橋 4.7% 9.1% 5.5% 7.3% 8.0% 2.0% 

標識や表示がわかりにくい 4.1% 3.8% 0.0% 3.7% 4.0% 9.8% 

介助者が確保できない 3.5% 3.8% 6.6% 4.9% 4.0% 2.0% 

放置自転車や看板等の障害物 2.0% 3.8% 0.0% 2.4% 4.0% 0.0% 

信号が早く変わりすぎる 1.8% 3.0% 1.1% 3.7% 4.0% 0.0% 

改札口が狭い 1.8% 3.8% 0.0% 1.2% 4.0% 2.0% 

点字ブロックがない 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他 6.1% 8.3% 4.4% 7.3% 12.0% 5.9% 

特にない 22.8% 19.7% 17.6% 14.6% 16.0% 19.6% 

無回答 4.1% 3.8% 5.5% 4.9% 0.0% 3.9% 
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④保育所や幼稚園、学校などに望むこと【複数回答】 

保育所や幼稚園、学校などに望むことについては、「卒業後の情報や進路指導の

充実」が 35.2％で最も高く、次いで「先生や保護者の障害や病気に対する理解」

が 33.3％、「放課後や長期休暇中に利用できるサービスの充実」が 31.5％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=54

身体障害者
n=9

知的障害者
n=16

精神障害者
n=6

難病患者
n=1

０～17歳
n=54

卒業後の情報や進路指導の充実 35.2% 22.2% 56.3% 16.7% 0.0% 35.2% 

先生や保護者の障害や病気に
対する理解

33.3% 44.4% 18.8% 16.7% 0.0% 33.3% 

放課後や長期休暇中に利用できる
サービスの充実

31.5% 33.3% 43.8% 0.0% 100.0% 31.5% 

周りの子どもたちの障害や病気に
対する理解

27.8% 33.3% 31.3% 33.3% 0.0% 27.8% 

障害のない児童生徒とふれあう
機会の充実

18.5% 22.2% 18.8% 0.0% 100.0% 18.5% 

保育士や教職員の専門性の向上 16.7% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 16.7% 

通学、通園時の利便性の向上 14.8% 22.2% 31.3% 0.0% 100.0% 14.8% 

障害を理由としたいじめや不登校
等の対応をしてほしい

14.8% 11.1% 6.3% 33.3% 0.0% 14.8% 

地域の仲間づくりや居場所の整備 11.1% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 11.1% 

障害の状況にかかわらず通常の
学級で受け入れてほしい

5.6% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 

園や学校の障害特性に応じた
設備の配慮（バリアフリー等）

3.7% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

医療的ケア（吸引・経管栄養・導尿
等）が受けられるようにしてほしい

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

特にない（だいたい満足） 5.6% 11.1% 6.3% 16.7% 0.0% 5.6% 

その他 1.9% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 1.9% 

無回答 7.4% 11.1% 0.0% 33.3% 0.0% 7.4% 
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⑤障害者の就労支援として必要だと思うこと【複数回答】 

障害者の就労支援として必要だと思うことについては、「職場の障害者理解」が

41.5％で最も高く、次いで「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が

31.9％、「短時間勤務や勤務日数等の配慮」が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=301

身体障害者
n=126

知的障害者
n=77

精神障害者
n=81

難病患者
n=25

職場の障害者理解 41.5% 34.9% 45.5% 43.2% 48.0% 

職場の上司や同僚に障害の理解
があること

31.9% 28.6% 26.0% 34.6% 28.0% 

短時間勤務や勤務日数等の配慮 28.9% 27.8% 16.9% 42.0% 36.0% 

通勤手段の確保 28.2% 29.4% 33.8% 27.2% 24.0% 

職場で介助や援助等が受けられる
こと

13.3% 12.7% 26.0% 7.4% 16.0% 

在宅勤務の拡充 12.0% 13.5% 1.3% 9.9% 24.0% 

就労後のフォローなど職場と支援
機関の連携

11.3% 8.7% 11.7% 18.5% 12.0% 

仕事についての職場外での
相談対応、支援

10.3% 7.9% 7.8% 13.6% 4.0% 

勤務場所におけるバリアフリー等の
配慮

6.3% 11.1% 2.6% 3.7% 4.0% 

企業ニーズに合った就労訓練 4.7% 4.8% 3.9% 4.9% 0.0% 

その他 3.3% 4.8% 0.0% 3.7% 8.0% 

無回答 23.6% 27.0% 31.2% 18.5% 20.0% 
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⑥障害福祉サービス等の利用状況・利用意向 

■利用状況「利用している」 

現在、「利用している」障害福祉サービスについては、『⑱計画相談支援・障害

児相談支援』が 32.3％で最も高く、次いで『⑪就労継続支援（Ｂ型）』が 14.5％、

『⑥生活介護』が 12.9％、『①居宅介護』が 10.7％、『⑯共同生活援助（グルー

プホーム）』が 7.7％となっています。『㉒放課後等デイサービス』は、０～17 歳

でみると、48.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

①居宅介護 10.7% 17.3% 11.5% 14.8% 7.7% 1.9% 

②重度訪問介護 1.9% 3.6% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0% 

③同行援護 0.8% 2.2% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 

④行動援護 3.8% 3.6% 11.5% 5.7% 3.8% 0.0% 

⑤重度障害者等包括支援 2.5% 2.9% 5.2% 2.3% 3.8% 0.0% 

⑥生活介護 12.9% 14.4% 33.3% 9.1% 15.4% 0.0% 

⑦自立訓練（機能訓練） 3.6% 7.2% 5.2% 3.4% 7.7% 0.0% 

⑧自立訓練（生活訓練） 2.7% 4.3% 4.2% 4.5% 7.7% 0.0% 

⑨就労移行支援 4.4% 4.3% 5.2% 9.1% 7.7% 0.0% 

⑩就労継続支援（Ａ型） 1.6% 1.4% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 

⑪就労継続支援（Ｂ型） 14.5% 7.9% 25.0% 21.6% 11.5% 0.0% 

⑫就労定着支援 2.7% 2.2% 3.1% 4.5% 0.0% 0.0% 

⑬療養介護 0.5% 0.7% 0.0% 2.3% 3.8% 0.0% 

⑭短期入所（ショートステイ） 6.6% 10.8% 17.7% 3.4% 7.7% 3.7% 

⑮自立生活援助 1.4% 2.2% 2.1% 2.3% 7.7% 0.0% 

⑯共同生活援助（グループホーム） 7.7% 4.3% 13.5% 11.4% 7.7% 0.0% 

⑰施設入所支援 0.8% 0.7% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑱計画相談支援・障害児相談支援 32.3% 18.0% 60.4% 30.7% 26.9% 51.9% 

⑲地域移行支援 0.8% 0.7% 0.0% 2.3% 3.8% 0.0% 

⑳地域定着支援 0.5% 1.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

㉑児童発達支援 6.0% 0.7% 10.4% 0.0% 0.0% 37.0% 

㉒放課後等デイサービス 7.7% 2.9% 15.6% 0.0% 3.8% 48.1% 

㉓保育所等訪問支援 1.6% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 11.1% 

㉔居宅訪問型児童発達支援 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

㉕医療型児童発達支援 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 
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■利用意向「１年以内に利用したい」 

利用意向として、「１年以内に利用したい」と考えている障害福祉サービスにつ

いては、『⑱計画相談支援・障害児相談支援』、『㉒放課後等デイサービス』がとも

に 3.3％で最も高く、次いで『⑭短期入所（ショートステイ）』が 2.7％、『⑥生

活介護』、『㉑児童発達支援』がともに 1.9％となっています。 

また、０～17 歳でみると、『㉒放課後等デイサービス』が 22.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

①居宅介護 1.4% 2.2% 2.1% 1.1% 0.0% 0.0% 

②重度訪問介護 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 

③同行援護 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

④行動援護 0.8% 1.4% 1.0% 1.1% 0.0% 1.9% 

⑤重度障害者等包括支援 0.8% 0.7% 3.1% 0.0% 0.0% 1.9% 

⑥生活介護 1.9% 2.9% 3.1% 1.1% 0.0% 3.7% 

⑦自立訓練（機能訓練） 1.1% 2.9% 0.0% 1.1% 3.8% 0.0% 

⑧自立訓練（生活訓練） 1.1% 2.2% 0.0% 2.3% 3.8% 0.0% 

⑨就労移行支援 1.4% 2.9% 1.0% 0.0% 3.8% 0.0% 

⑩就労継続支援（Ａ型） 0.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑪就労継続支援（Ｂ型） 1.6% 1.4% 2.1% 3.4% 0.0% 0.0% 

⑫就労定着支援 1.1% 1.4% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑬療養介護 1.1% 1.4% 1.0% 0.0% 0.0% 1.9% 

⑭短期入所（ショートステイ） 2.7% 5.0% 7.3% 0.0% 3.8% 3.7% 

⑮自立生活援助 0.5% 0.7% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑯共同生活援助（グループホーム） 0.3% 0.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑰施設入所支援 0.8% 2.2% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑱計画相談支援・障害児相談支援 3.3% 1.4% 5.2% 4.5% 0.0% 13.0% 

⑲地域移行支援 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑳地域定着支援 0.8% 1.4% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

㉑児童発達支援 1.9% 0.0% 4.2% 2.3% 0.0% 13.0% 

㉒放課後等デイサービス 3.3% 0.7% 7.3% 2.3% 0.0% 22.2% 

㉓保育所等訪問支援 0.8% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 5.6% 

㉔居宅訪問型児童発達支援 0.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 3.7% 

㉕医療型児童発達支援 0.8% 0.0% 1.0% 2.3% 0.0% 5.6% 
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■利用意向「３年以内に利用したい」 

利用意向として、「３年以内に利用したい」と考えている障害福祉サービスにつ

いては、全体では、すべてのサービスで１％未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

①居宅介護 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

②重度訪問介護 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

③同行援護 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

④行動援護 0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑤重度障害者等包括支援 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑥生活介護 0.3% 0.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑦自立訓練（機能訓練） 0.5% 0.7% 1.0% 1.1% 0.0% 1.9% 

⑧自立訓練（生活訓練） 0.5% 0.7% 1.0% 1.1% 0.0% 1.9% 

⑨就労移行支援 0.8% 0.0% 1.0% 1.1% 0.0% 3.7% 

⑩就労継続支援（Ａ型） 0.3% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.9% 

⑪就労継続支援（Ｂ型） 0.8% 0.7% 1.0% 1.1% 3.8% 3.7% 

⑫就労定着支援 0.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 1.9% 

⑬療養介護 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑭短期入所（ショートステイ） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

⑮自立生活援助 0.5% 0.7% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑯共同生活援助（グループホーム） 0.8% 0.7% 1.0% 2.3% 0.0% 0.0% 

⑰施設入所支援 0.5% 0.7% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑱計画相談支援・障害児相談支援 0.3% 0.7% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑲地域移行支援 0.3% 0.7% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

⑳地域定着支援 0.5% 1.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 

㉑児童発達支援 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

㉒放課後等デイサービス 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 

㉓保育所等訪問支援 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

㉔居宅訪問型児童発達支援 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

㉕医療型児童発達支援 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 
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■利用意向「将来的に利用したい」 

利用意向として、「将来的に利用したい」と考えている障害福祉サービスについ

ては、『①居宅介護』が 26.6％で最も高く、次いで『⑰施設入所支援』が 23.3％、

『⑳地域定着支援』が 23.0％、『④行動援護』、『⑭短期入所（ショートステイ）』

がともに 22.5％、『⑫就労定着支援』、『⑯共同生活援助（グループホーム）』がと

もに 22.2％となっています。 

また、０～17 歳は、将来的に各種サービスの利用の意向が、比較的高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

①居宅介護 26.6% 28.8% 33.3% 21.6% 34.6% 20.4% 

②重度訪問介護 20.8% 25.9% 25.0% 15.9% 26.9% 14.8% 

③同行援護 14.5% 16.5% 9.4% 18.2% 19.2% 7.4% 

④行動援護 22.5% 15.8% 37.5% 20.5% 11.5% 33.3% 

⑤重度障害者等包括支援 21.1% 21.6% 28.1% 21.6% 19.2% 16.7% 

⑥生活介護 17.8% 15.8% 17.7% 15.9% 19.2% 25.9% 

⑦自立訓練（機能訓練） 18.6% 18.0% 15.6% 17.0% 19.2% 29.6% 

⑧自立訓練（生活訓練） 21.1% 15.8% 22.9% 18.2% 15.4% 44.4% 

⑨就労移行支援 20.8% 12.9% 20.8% 19.3% 11.5% 48.1% 

⑩就労継続支援（Ａ型） 20.3% 12.9% 18.8% 25.0% 11.5% 38.9% 

⑪就労継続支援（Ｂ型） 18.4% 11.5% 22.9% 18.2% 3.8% 44.4% 

⑫就労定着支援 22.2% 16.5% 16.7% 26.1% 15.4% 40.7% 

⑬療養介護 15.9% 18.7% 11.5% 18.2% 19.2% 11.1% 

⑭短期入所（ショートステイ） 22.5% 20.9% 30.2% 18.2% 19.2% 31.5% 

⑮自立生活援助 20.3% 16.5% 22.9% 22.7% 7.7% 25.9% 

⑯共同生活援助（グループホーム） 22.2% 18.7% 36.5% 17.0% 15.4% 29.6% 

⑰施設入所支援 23.3% 21.6% 39.6% 15.9% 15.4% 29.6% 

⑱計画相談支援・障害児相談支援 19.7% 19.4% 21.9% 15.9% 19.2% 16.7% 

⑲地域移行支援 15.3% 12.2% 16.7% 14.8% 7.7% 18.5% 

⑳地域定着支援 23.0% 20.1% 21.9% 21.6% 11.5% 31.5% 

㉑児童発達支援 3.8% 2.2% 3.1% 4.5% 0.0% 11.1% 

㉒放課後等デイサービス 3.0% 1.4% 2.1% 3.4% 0.0% 3.7% 

㉓保育所等訪問支援 2.7% 0.7% 1.0% 3.4% 0.0% 5.6% 

㉔居宅訪問型児童発達支援 3.3% 1.4% 3.1% 4.5% 3.8% 9.3% 

㉕医療型児童発達支援 3.0% 0.7% 2.1% 4.5% 0.0% 5.6% 
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⑦悩みごとや心配ごとの相談先【複数回答】 

悩みごとや心配ごとの相談先については、「家族や親戚」が 47.9％で最も高く、

次いで「病院」が 29.6％、「福祉サービスを提供している事業所」が 25.8％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

家族や親戚 47.9% 47.5% 30.2% 50.0% 19.2% 50.0% 

病院 29.6% 32.4% 13.5% 40.9% 42.3% 33.3% 

福祉サービスを提供している事業所 25.8% 23.0% 47.9% 21.6% 38.5% 27.8% 

友人や知り合い 17.3% 18.0% 12.5% 12.5% 30.8% 18.5% 

市役所の相談窓口 15.9% 18.0% 19.8% 13.6% 23.1% 13.0% 

障害者相談員 11.0% 8.6% 16.7% 13.6% 7.7% 13.0% 

保育園（所）・幼稚園・学校 8.5% 2.9% 13.5% 2.3% 0.0% 53.7% 

インターネット（SNS等） 7.1% 7.9% 3.1% 6.8% 11.5% 7.4% 

職場の仲間 5.2% 5.0% 1.0% 2.3% 3.8% 3.7% 

保健所（保健師など） 1.6% 2.9% 1.0% 2.3% 7.7% 1.9% 

県の障害者関係窓口 1.1% 1.4% 1.0% 1.1% 3.8% 0.0% 

障害者団体 1.1% 0.7% 1.0% 2.3% 0.0% 0.0% 

市社会福祉協議会 0.5% 0.7% 0.0% 1.1% 3.8% 0.0% 

民生委員・児童委員 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他 5.2% 7.9% 10.4% 4.5% 11.5% 3.7% 

相談したいが相談窓口がわからない 2.7% 1.4% 3.1% 4.5% 3.8% 0.0% 

だれかに相談することはあまりない 4.7% 5.8% 5.2% 3.4% 0.0% 3.7% 

無回答 4.1% 2.9% 2.1% 8.0% 0.0% 3.7% 
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⑧福祉サービス等の情報の入手先【複数回答】 

福祉サービス等の情報の入手先については、「インターネット（ＳＮＳ等）」が

32.1％で最も高く、次いで「家族や親せき、友人・知人」が 29.6％、「サービス

事業所の人や施設職員」が 28.2％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

インターネット（SNS等） 32.1% 36.7% 9.4% 31.8% 50.0% 44.4% 

家族や親せき、友人・知人 29.6% 29.5% 31.3% 29.5% 23.1% 38.9% 

サービス事業所の人や施設職員 28.2% 21.6% 44.8% 31.8% 19.2% 40.7% 

かかりつけの医師や看護師 26.0% 24.5% 14.6% 38.6% 46.2% 31.5% 

本や新聞、雑誌の記事、テレビや
ラジオのニュース

20.0% 20.1% 15.6% 23.9% 23.1% 14.8% 

病院のケースワーカーや介護保険
のケアマネジャー

12.1% 13.7% 5.2% 28.4% 15.4% 1.9% 

行政機関の広報誌 11.2% 15.8% 9.4% 10.2% 7.7% 11.1% 

行政機関の相談窓口 10.1% 10.8% 11.5% 8.0% 11.5% 7.4% 

相談支援事業所などの民間の
相談窓口

9.9% 9.4% 11.5% 14.8% 7.7% 13.0% 

通園施設や保育所、幼稚園、
認定こども園、学校の先生

9.0% 5.0% 17.7% 3.4% 7.7% 38.9% 

障害者団体や家族会
（団体の機関誌など）

4.9% 5.0% 9.4% 2.3% 3.8% 0.0% 

民生委員・児童委員 0.8% 0.7% 0.0% 2.3% 0.0% 1.9% 

その他 3.6% 4.3% 4.2% 2.3% 3.8% 0.0% 

無回答 5.8% 7.9% 8.3% 5.7% 7.7% 3.7% 
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⑨差別や嫌な思いをする（した）ことの有無 

差別や嫌な思いをする（した）ことの有無については、「ある」が 28.2％、「少

しある」が 24.1％で合わせると 52.3％、「ない」が 40.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩差別や嫌な思いをした場所【複数回答】 

差別や嫌な思いをした場所については、「買い物やレジャーなどの外出先」が

39.8％で最も高く、次いで「学校など教育の場」が 34.0％、「会社など就労の場」

が 28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

ある 28.2% 27.3% 33.3% 25.0% 26.9% 38.9% 

少しある 24.1% 28.1% 26.0% 18.2% 38.5% 18.5% 

ない 40.0% 35.3% 29.2% 48.9% 30.8% 37.0% 

無回答 7.7% 9.4% 11.5% 8.0% 3.8% 5.6% 

全体
n=191

身体障害者
n=77

知的障害者
n=57

精神障害者
n=38

難病患者
n=17

０～17歳
n=31

買い物やレジャーなどの外出先 39.8% 41.6% 54.4% 26.3% 58.8% 58.1% 

学校など教育の場 34.0% 26.0% 31.6% 28.9% 17.6% 51.6% 

会社など就労の場 28.3% 31.2% 15.8% 34.2% 11.8% 3.2% 

病院など医療機関 16.8% 20.8% 17.5% 18.4% 11.8% 19.4% 

地域の行事や集まりの場 13.1% 10.4% 19.3% 15.8% 5.9% 25.8% 

福祉施設など日中活動の場 9.9% 9.1% 12.3% 13.2% 0.0% 6.5% 

相談機関、相談窓口 3.1% 3.9% 3.5% 5.3% 0.0% 0.0% 

その他 11.5% 13.0% 7.0% 23.7% 17.6% 6.5% 

無回答 1.6% 1.3% 1.8% 0.0% 5.9% 0.0% 
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⑪成年後見制度の認知度 

成年後見制度の認知度については、「知っている」、「聞いたことはあるが、内容

は知らない」がともに 30.4％、「知らない」が 35.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫成年後見制度の利用意向 

成年後見制度の利用意向については、「わからない」が 49.6％で最も高く、次

いで「将来は利用したい」が 26.3％、「利用したいと思わない」が 17.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

知っている 30.4% 36.7% 35.4% 20.5% 50.0% 31.5% 

聞いたことはあるが、内容は知らない 30.4% 27.3% 28.1% 33.0% 30.8% 38.9% 

知らない 35.1% 30.9% 32.3% 39.8% 19.2% 25.9% 

無回答 4.1% 5.0% 4.2% 6.8% 0.0% 3.7% 

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

すでに利用している 1.6% 2.9% 4.2% 1.1% 0.0% 0.0% 

将来は利用したい 26.3% 18.0% 43.8% 20.5% 26.9% 44.4% 

利用したいと思わない 17.8% 23.7% 9.4% 11.4% 34.6% 13.0% 

わからない 49.6% 51.8% 38.5% 61.4% 38.5% 38.9% 

無回答 4.7% 3.6% 4.2% 5.7% 0.0% 3.7% 
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⑬災害時の困りごと【複数回答】 

災害時の困りごとについては、「安全なところまで、すぐに避難することができ

ない」が 24.4％で最も高く、次いで「どのような災害が起こったのか、すぐにわ

からない」が 20.0％、「周囲とコミュニケーションがとれない」が 19.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

安全なところまで、すぐに避難する
ことができない

24.4% 34.5% 31.3% 13.6% 42.3% 27.8% 

どのような災害が起こったのか、
すぐにわからない

20.0% 16.5% 29.2% 15.9% 7.7% 37.0% 

周囲とコミュニケーションがとれない 19.7% 10.8% 30.2% 27.3% 11.5% 25.9% 

必要な薬が手に入らない、治療が
受けられない

19.2% 19.4% 13.5% 22.7% 19.2% 11.1% 

救助を求めることができない、連絡
方法がわからない

17.3% 15.8% 32.3% 11.4% 15.4% 29.6% 

プライバシーが確保できない 13.2% 9.4% 9.4% 26.1% 15.4% 5.6% 

必要な情報が入手できない 12.1% 10.8% 10.4% 10.2% 15.4% 7.4% 

避難場所がわからない 11.8% 7.9% 7.3% 15.9% 11.5% 11.1% 

避難所で適切な介助・支援が
受けられない

11.0% 15.1% 17.7% 6.8% 15.4% 18.5% 

救助を求めても来てくれる人が
いない

6.0% 6.5% 5.2% 9.1% 11.5% 0.0% 

補装具や日常生活用具が入手
できない、使えなくなる

3.6% 8.6% 2.1% 0.0% 3.8% 5.6% 

在宅ケアの医療者を受け入れる
場所がわからない

2.5% 5.0% 0.0% 0.0% 15.4% 3.7% 

電光掲示板等がないので、情報
が入手できない

1.4% 0.7% 1.0% 1.1% 3.8% 1.9% 

その他 4.9% 7.9% 3.1% 5.7% 7.7% 0.0% 

特にない 19.2% 16.5% 11.5% 17.0% 11.5% 20.4% 

無回答 6.0% 6.5% 6.3% 8.0% 0.0% 7.4% 



第５章 障害のある人を取り巻く現状 

116 

⑭障害のある人が安心して暮らしていくために必要だと思うこと【複数回答】 

障害のある人が安心して暮らしていくために必要だと思うことについては、「手

当・年金などの経済的な支援の充実」が 41.6％で最も高く、次いで「就労援助や

雇用の拡大」が 21.6％、「困った時に、いつでもなんでも相談できる身近な相談

場所の整備」が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=365

身体障害者
n=139

知的障害者
n=96

精神障害者
n=88

難病患者
n=26

０～17歳
n=54

手当・年金などの経済的な支援の
充実

41.6% 42.4% 35.4% 46.6% 53.8% 29.6% 

就労援助や雇用の拡大 21.6% 14.4% 14.6% 30.7% 7.7% 18.5% 

困った時に、いつでもなんでも相談
できる身近な相談場所の整備

19.7% 23.0% 21.9% 18.2% 19.2% 5.6% 

入所施設を増やす 16.4% 15.1% 32.3% 8.0% 7.7% 18.5% 

障害の早期発見・早期治療事業
の推進

15.9% 15.1% 5.2% 20.5% 15.4% 16.7% 

グループホームなど障害のある人
が地域で生活できる場づくりの推進

15.1% 10.8% 32.3% 12.5% 15.4% 9.3% 

医療機関やリハビリテーション整備
の充実

14.5% 23.0% 11.5% 10.2% 30.8% 20.4% 

ホームヘルプ・ショートステイなどの
在宅福祉サービスの充実

14.0% 17.3% 25.0% 10.2% 15.4% 11.1% 

障害児保育・障害児教育の充実 10.7% 7.2% 8.3% 5.7% 3.8% 48.1% 

通所施設を増やす 10.7% 8.6% 14.6% 10.2% 15.4% 13.0% 

障害のある人への理解啓発や
交流促進

10.7% 10.1% 12.5% 9.1% 7.7% 16.7% 

建物や交通機関、道路など障害の
ある人に配慮したまちづくりの推進

9.3% 12.9% 3.1% 6.8% 11.5% 5.6% 

福祉に関する情報提供の充実 8.2% 9.4% 5.2% 9.1% 23.1% 7.4% 

障害者自身が社会を理解し学ぶ
機会

6.8% 7.9% 2.1% 6.8% 7.7% 9.3% 

障害のある人のための防災対策
の充実

5.2% 5.8% 5.2% 3.4% 3.8% 3.7% 

差別解消の推進 5.2% 3.6% 1.0% 8.0% 3.8% 7.4% 

地域に住む人が力を合わせて、障
害のある人を支えていく体制づくり

4.9% 2.2% 5.2% 4.5% 3.8% 5.6% 

地域福祉における共生社会の実現 3.3% 2.2% 8.3% 0.0% 3.8% 7.4% 

成年後見制度の活用 2.5% 0.7% 3.1% 1.1% 0.0% 7.4% 

趣味・娯楽などの情報提供の充実 2.2% 2.2% 2.1% 3.4% 7.7% 1.9% 

スポーツ・レクリエーション活動の
推進

2.2% 1.4% 4.2% 2.3% 0.0% 1.9% 

ボランティア活動の推進 2.2% 2.2% 2.1% 3.4% 0.0% 1.9% 

生涯学習や文化活動の推進 0.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 

その他 1.1% 2.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

特にない 4.7% 6.5% 3.1% 5.7% 3.8% 0.0% 

無回答 5.2% 5.8% 3.1% 9.1% 3.8% 3.7% 
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⑮介護（介助）者の就労状況 ※介護（介助）者に対する設問 

介護（介助）者の就労状況については、「仕事をしていない」が 42.2％で最も

高く、次いで「正規職員として仕事をしている」が 30.9％、「パート・アルバイ

トとして仕事をしている」が 21.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯介護（介助）に対して感じていること【複数回答】 ※介護（介助）者に対する設問 

介護（介助）に対して感じていることについては、「自分が介助できなくなった

場合のことが不安」が 53.5％で最も高く、次いで「精神的負担が大きい」が

30.4％、「自分自身の健康に不安がある」が 30.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=230

身体障害者
n=92

知的障害者
n=71

精神障害者
n=50

難病患者
n=18

０～17歳
n=47

正規職員として仕事をしている 30.9% 34.8% 26.8% 26.0% 38.9% 38.3% 

パート・アルバイトとして仕事を
している

21.7% 15.2% 25.4% 20.0% 22.2% 25.5% 

仕事をしたいが、介護（介助）が
あって仕事ができない

5.2% 4.3% 5.6% 2.0% 0.0% 12.8% 

仕事をしていない 42.2% 45.7% 42.3% 52.0% 38.9% 23.4% 

全体
n=217

身体障害者
n=85

知的障害者
n=70

精神障害者
n=45

難病患者
n=15

０～17歳
n=46

自分が介助できなくなった場合の
ことが不安

53.5% 51.8% 75.7% 44.4% 46.7% 58.7% 

精神的負担が大きい 30.4% 16.5% 30.0% 37.8% 20.0% 39.1% 

自分自身の健康に不安がある 30.0% 38.8% 32.9% 22.2% 33.3% 13.0% 

経済的負担が大きい 17.1% 18.8% 11.4% 20.0% 26.7% 17.4% 

身体的負担が大きい 15.2% 21.2% 18.6% 11.1% 20.0% 13.0% 

休息や息抜きの時間がない 10.6% 9.4% 15.7% 8.9% 13.3% 15.2% 

自分の時間が持てない 9.7% 11.8% 12.9% 2.2% 20.0% 15.2% 

仕事・家事が十分にできない 6.9% 5.9% 8.6% 6.7% 6.7% 10.9% 

仲間・友人ができた 6.5% 5.9% 10.0% 0.0% 0.0% 8.7% 

生きがい・充実を感じている 3.2% 2.4% 4.3% 2.2% 0.0% 6.5% 

その他 1.4% 2.4% 0.0% 2.2% 6.7% 4.3% 

特にない 18.9% 23.5% 10.0% 24.4% 13.3% 10.9% 
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第６章 

計画の推進 
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１ 計画推進のための実施体制 
 

本計画は、障害のある人に関する施策をまとめた総合計画であり、福祉、保健、

医療、教育、雇用・就労、生活環境など多岐の分野にわたっています。障害のあ

る人の障害特性や年齢によって利用するサービスが変わっても、切れ目のない支

援が行われるように、計画推進にあたっては、市と支援機関が密に連携し、総合

的に取り組みます。 

本計画を着実に推進するため、銚子市地域自立支援協議会では、具体的な施策

などの計画策定を検討し、その実績・成果を把握して進捗状況の分析・評価を行

い、必要があるときは計画の変更や事業の見直しを行います。 

また、銚子市地域自立支援協議会は、障害のある人やその家族の様々なニーズ

等を検討するため、障害のある人やその家族、関係団体等も含め、幅広い関係者

を構成員としています。この下部組織として分科会を設置し、各分科会のテーマ

に沿った活動をしています。 

今後は支援体制の強化のために新しい分科会の創設も視野に入れて活動してい

きます。 

 

２ 広報・啓発活動の推進 
 

計画の推進にあたっては、障害のある人とない人を問わず幅広い市民の理解を

得ながら進めていくことが必要です。「広報ちょうし」や市ホームページ、

Facebook（フェイスブック）、LINE（ライン）など市の広報媒体を活用し、「障

害のある人」や「障害について」の理解を深めるための広報・啓発活動を推進し

ます。 

海匝地区障害者スポーツ大会などのイベント、福祉教育の場などの交流、学び

の機会を通して、市民やボランティアの参画を進め、市民相互の理解と交流を促

進します。 

 

３ 協力体制の確保 
 

障害のある人に対し、乳幼児期からのライフステージにおいて、一貫した切れ

目のない適切なサービス支援を受けられるよう総合的な支援が求められています。 

障害のある人の障害特性や生活実態に合ったサービス支援を行うとともに、そ

の人に合ったサービスを充足させていくために、県や近隣市町（香取・海匝圏域）

との連携・協力を図りながら、サービス水準の向上に努めます。 

また、福祉ボランティアなどの人材の高齢化が本市の課題のひとつとなってお

り、新たに市内ボランティア活動等を行っている団体、市民などにボランティア

参画を働きかけ、人材の発掘、育成に努めます。  
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４ 計画の進行管理・評価方法 
 

本計画の進行管理に取り組む上では、ＰＤＣＡ（Plan（計画）－Do（実行）－

Check（評価）－Act（改善））サイクルを導入し、年度ごとに施策の進捗状況及

び数値目標の達成状況など実績を把握し、その分析・評価を、年１回、銚子市地

域自立支援協議会の中で行います。また、必要に応じて計画の変更や施策事業の

見直しを行います。分析・評価を行ったときは、銚子市地域自立支援協議会の意

見や経過、その結果について公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan） 

実行（Do） 改善（Action） 

評価（Check） 
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１ 銚子市地域自立支援協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。第２条第１号において「法」という。）第８９条の３第１項の規定

により銚子市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第 2 条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

⑴ 法第２条第１項第１号に規定する障害者等（第７号において同じ。）の支援体

制に係る課題に関すること。 

⑵ 関係機関の連携強化、社会資源の開発及び改善等に関すること。 

⑶ 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。 

⑷ 障害者虐待に関すること。 

⑸ 障害を理由とする差別を解消するための取組みに関すること。 

⑹ 銚子市障害福祉計画及び銚子市障害児福祉計画の進捗状況の把握や、必要に応

じた助言。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、障害者等の生活支援について必要と認められること。 

（組織） 

第 3 条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、関係機関等が推薦する委員をも

って組織する。 

⑴ 相談支援事業者 

⑵ 障害福祉サービス事業者 

⑶ 医療、保健又は福祉に関し識見を有する者 

⑷ 関係行政機関の職員 

⑸ その他市長が必要と認める者 

２ 委員は、２５人以内とする。 

３ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため、新たに委嘱され

た委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。  
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２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事については、その概要、出席委員の氏名その他の必要な事項を記載し

た会議録を作成するものとする。 

（報酬） 

第６条 委員は無報酬とする。 

（専門部会） 

第７条 協議会には、専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、専

門部会を置くことができる。 

（意見の聴取等） 

第８条 協議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、社会福祉課障害支援室において所掌する。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

の会長が協議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１１月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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２ 銚子市地域自立支援協議会委員名簿 
 

敬称略 

№ 区 分 所 属 氏 名 

1 福祉 銚子市民生委員児童委員協議会 金塚 英治 

2 福祉 社会福祉法人銚子市社会福祉協議会 伊藤 浩幸 

3 福祉 
中核地域生活支援センタ－ 

海匝ネットワ－ク 
細野さやか 

4 当事者・家族 銚子市身体障害者福祉会連合協議会 
佐藤 相子 

令和５年１０月１日退任 

5 当事者・家族 自助グループ ピアサポートひかり 小鷲 直人 

6 当事者・家族 
特定非営利活動法人  

銚子市手をつなぐ育成会 
宮内 康治 

7 市民団体 銚子市町内会連合協議会 宮本 康夫 

8 通所サービス事業所 
特定非営利活動法人 

精神保健福祉を支える会 ＮＥＷ 
田村 敏一 

9 通所サービス事業所 株式会社 ここ 山久保 直紀 

10 
就労支援 

（教育・雇用） 

社会福祉法人ロザリオの聖母会 

障害者就業・生活支援センター東総

就業センター 

福島 美果 

11 
就労支援 

（教育・雇用） 
銚子公共職業安定所 石丸 明子 

12 学識経験者（保健） 千葉科学大学 安藤 智子 

13 拠点等 特定非営利活動法人 あおぞら 大屋 滋 

14 医療 銚子こころクリニック 石上 るみ子 

15 行政（療育） 千葉県銚子児童相談所 三田 茂男 

16 行政（教育） 千葉県立銚子特別支援学校 豊山 哲史 

17 行政（教育） 銚子市教育委員会 学校教育課 髙野 美樹子 

18 行政（保健） 千葉県海匝健康福祉センタ－ 小川 雅子 

19 行政（保健） 銚子市健康づくり課保健事業室 山田 紀美代 

任期：令和５年４月１日から令和８年３月31 日まで  
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３ 計画の策定経過 
 

年 月 日 内 容 

６月５日 

令和５年度 第１回銚子市地域自立支援協議会 

・第６期銚子市障害福祉計画進捗状況及び第７期銚子市障害福祉計画・

第３期銚子市障害児福祉計画策定について 

令和５年６月 
アンケート調査の実施 

・市内在住の障害のある人 800 人（回収率：45.6％） 

12 月５日 

令和５年度 第２回銚子市地域自立支援協議会 

・銚子市障害者福祉計画及び第７期銚子市障害福祉計画・第３期銚子市

障害児福祉計画（素案）について 

12 月 25 日～ 

令和６年 

１月 19 日 

パブリックコメントの実施 

２月 15 日 

令和５年度 第３回銚子市地域自立支援協議会 

・銚子市障害者福祉計画・第７期障害福祉計画・第３期銚子市障害児福

祉計画パブリックコメント結果について 
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４ 用語解説 
 

【あ行】 

用 語 内 容 

アクセシビリティ 年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単

にたどり着け、利用できることをいいます。 

育成医療 身体に障害のある児童の健全な育成を図るため行われる生活能

力を得るために必要な医療のことです。 

自立支援医療の一環として位置づけられています。 

医療的ケア児 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期

入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸

引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある児

童をいいます。 

インクルーシブ 

（inclusive＝包含） 
すべての子どもが地域の学校に包み込まれ必要な援助を提供さ

れながら教育を受けること。障害があっても障害のある児童だけ

の特別な場で教育を受けるのではないという考えをいいます。 

ＳＮＳ 

（エス・エヌ・エス） 
Social Networking Service の略で、個人間のコミュニケーシ

ョンを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インタ

ーネットを利用したサービスのことです。 

ＮＰＯ 

（エヌ・ピー・オー） 
Non-Profit Organization の略で、民間非営利組織であり、行政

組織や企業組織とは独立した特定の公益活動を行います。 

 

【か行】 

用 語 内 容 

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、総合的な

相談業務の実施や地域の相談体制の強化の取組などを行います。 

居宅障害者等紙おむつ

給付事業 

障害のある人などの家族の経済的及び精神的な負担を軽減する

ため、その居宅において介護を受けている障害のある人などに対

し、紙おむつの給付を行います。 

権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害のある

人などに代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を

行います。 

子育て世代包括支援セ

ンター 

妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届出などの機会に得た情

報を基に、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じ

て個別に支援プランを策定し、保健・医療・福祉・教育などの地

域の関係機関による切れ目のない支援を行います。 
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用 語 内 容 

高次脳機能障害 事故や疾病等を理由として脳に損傷を受け、記憶障害、注意障害、

物事の段取りが立てられない遂行機能障害、感情や欲求が抑えら

れない社会的行動障害など、日常生活又は社会生活に制約がある

状態のことです。 

更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために

行われる更生のために必要な医療のことです。 

 

【さ行】 

用 語 内 容 

児童発達支援センター 障害のある児童の通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠

点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」「地域の障害

児を預かる施設に対する支援」など地域支援を実施します。医療

の提供の有無により「福祉型」と「医療型」に分かれます。 

重症心身障害児（者） 重度の知的障害と、重度の肢体不自由が重複している児童（者）

のことをいいます。 

障害者優先調達推進法 障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めるこ

ととした法律のことです。 

身体障害 身体機能に何らかの障害があり、日常生活に制約がある状態をい

います。身体障害者福祉法では、①視覚障害、②聴覚・平衡機能

障害、③音声・言語・そしゃく機能障害、④肢体不自由、⑤内部

機能の障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝

臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害）がありま

す。 

身体障害者手帳 身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場

合に本人（15 歳未満はその保護者）の申請に基づいて交付され

るもので、各種サービスを受けるための証明となります。手帳の

等級には、障害の程度により１級から６級があります。 

自立支援協議会 障害のある人の地域における自立生活を支援していくため、関係

機関・団体、障害のある当事者やその家族、障害福祉サービス事

業者や医療・教育・雇用を含めた関係者が、地域の課題を共有し、

地域の支援体制の整備について協議を行う場で、市町村で設置さ

れています。障害福祉計画を定め又は変更しようとする場合は、

あらかじめ自立支援協議会の意見を聴くように努めなければな

らないとされています。 

精神障害 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は依存症、発達障害、

精神病質、気分障害（うつ病など）等の様々な精神疾患により、

継続的に日常生活や社会生活に支障がある状態をいいます。 
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用 語 内 容 

精神障害者保健福祉手

帳 

精神障害のある人の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを

目的として、精神疾患（てんかん、発達障害などを含む。）を有す

る人のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生

活への制約がある方を対象としています。 

精神障害者保健福祉手帳の等級は、１級から３級まであります。 

成年後見制度 知的障害や精神障害のある人、認知症高齢者など、判断能力が不

十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難

な人について、その判断力を補い保護支援する制度です。 

 

【た行】 

用 語 内 容 

地域生活支援事業 障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ

わしい日常生活又は社会生活を営むことができるような事業を

市町村が実施します。市町村及び都道府県は、地域で生活する障

害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形

態での実施が可能となるように創意工夫により事業の詳細を決

定し、効率的・効果的な取組を行います。 

知的障害 知的機能の障害が発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、日

常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とす

る状態にあることをいいます。 

知的障害者職親委託事

業 

知的障害のある人の自立更生を図るため、知的障害者更生相談所

の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害のあ

る人を一定期間、職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行

うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進

と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を

図ることを目的とします。 

特別支援学校 学校教育法に基づき、視覚障害や聴覚障害、知的障害のある人、

肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園

から高等学校まで準ずる教育を行うとともに、障害による学習上

又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を

授けることを目的に設置されている学校のことです。 

特別支援教育 障害のある幼児、児童、生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取り組みを支持するという視点に立ち、幼児、児童、生徒一人ひ

とりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習

上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を

行うものです。 

 

  



資 料 編 

132 

【な行】 

用 語 内 容 

難病 難病対策要綱において「（１）原因不明、治療方法が未確立であり、

かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、（２）経過が慢性的で、

単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため

に家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義

されています。 

 

【は行】 

用 語 内 容 

発達障害 脳機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現するものと規

定され、心理的発達障害並びに行動情緒の障害が対象とされていま

す。 

発達障害者支援法 発達障害を早期に発見し、発達障害のある人が自立や社会参加で

きるよう生活全般にわたる支援を図ることにより、その福祉の増

進に寄与することを目的とした法律のことです。 

発達障害者支援センタ

ー 

自閉症等の特有な発達障害を有する障害のある児童（者）に対す

る支援を総合的に推進する地域の拠点となる基幹センターのこ

とです。 

パブリックコメント 行政機関が政策等を策定していく際、あらかじめその案を公表

し、広く市民から意見、情報を募集する手続きのことです。 

バリアフリー 障壁（バリア）となるものを取り除くことをいいます。床の段差

を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面だけでは

なく、近年では、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、

社会的、制度的、心理的な様々な障壁を除去することをいいます。 

Facebook 

（フェイスブック） 

インターネットのホームページ上で社会的ネットワークを構築

できるサービスの一つであり、会員間同士で情報発信や情報交換

などができます。 

ペアレントトレーニン

グ 

発達障害などのある子どもへの肯定的な働きかけを学び、保護者

や養育者の関わり方や心理的なストレスの改善、子どもの発達促

進や行動改善を目的とした訓練を行います。 

ペアレントプログラム 発達障害などのある子どもを育てる保護者や養育者が、子どもの

行動を理解する方法などを学び、楽しく子育てができるようにす

ることを目的としたプログラムです。 

ペアレントメンター 自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ、相談支援に関する

一定のトレーニングを受けた親のことです。 

補装具 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具のこと

です。 
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【や行】 

用 語 内 容 

ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザインは障害を持つ米国人建築家、ロナルド・メ

イスにより 1980 年代に提唱されたもので、高齢者や身体障害

者という特定の人に限定せず、また、あらゆる体格、年齢、障害

の度合いに関係なく、「できるだけ多くの人々が利用可能である

ように製品、建物、空間等をデザインすること」と定義されてい

ます。 

高齢者・障害者と限定するのではなく、全ての人（高齢者、障害

者、外国人、妊産婦、けが人、子ども、健常者等）を対象とした

社会資本整備のことです。 

要配慮者（災害時） 障害のある人のほか、乳幼児、高齢者、外国人など防災対策を進

めるうえで特に配慮を必要としている人のことです。 

 

【ら行】 

用 語 内 容 

LINE 

（ライン） 

スマートフォンなどを使ってメッセージ交換などができるソフ

トウェアのことです。 

ライフステージ 人の一生を幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期などと分け

た、それぞれの段階をいいます。 

療育手帳 知的障害があると判定された人に対して交付されるもので、一貫

した指導・相談を行うとともに、各種サービスが受けやすくなり

ます。障害程度の区分は自治体ごとで異なります。 
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５ 障害者に関するマーク 
 

名 称 概 要 等 

【障害者のための 

国際シンボルマーク】 

障害者が利用できる建物、施設であることを表す

ための世界共通のマーク。マークの使用については

国際リハビリテーション協会の「使用指針」により

定められています。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障

害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお

願いいたします。 

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特

に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではあ

りません。 

【身体障害者標識】 肢体不自由である人が免許を受けて運転する車に

表示します。マークの表示については、努力義務と

なっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマ

ークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者

は、道路交通法の規定により罰せられます。 

【聴覚障害者標識】 聴覚障害のある人が免許を受けて運転する車に表

示します。マークの表示については、義務となって

います。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマ

ークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者

は、道路交通法の規定により罰せられます。 
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名 称 概 要 等 

【盲人のための 

国際シンボルマーク】 

世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲人の

ための世界共通のマークです。視覚障害者の安全や

バリアフリーに考慮した建物、設備、機器などに表

示する世界共通のマーク。信号機や国際点字郵便物・

書籍などで身近に見かけるマークです。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利

用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいた

します。 

【耳マーク】 

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されて

いるマークです。聴覚障害者は見た目にはわからな

いために、誤解されたり、不利益をこうむったり、

社会生活上で不安が少なくありません。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえ

ない」ことを理解し、口元を見せてはっきり話す、

筆談でやり取りをするなど、特性に応じたコミュニ

ケーションの方法への配慮についてご協力をお願い

いたします。 

【ほじょ犬マーク】 

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬

のことをいいます。「身体障害者補助犬法」では現在、

公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスー

パー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身

体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があ

ります。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方

の、体の一部となって働いています。社会のマナー

を訓練し、衛生面でも管理されています。 

お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助

犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解、ご協

力をお願いいたします。 
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名 称 概 要 等 

【オストメイトマーク】 人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメ

イト）のための設備があることを表しています。 

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレ

ートに表示されています。 

このマークを見かけた場合には、そのトイレがオ

ストメイトに配慮されたトイレであることについ

て、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

【ハート・プラスマーク】 

「内臓等の身体内部に障害がある人」を表してい

ます。身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・

直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障害がある方は外

見からはわかりにくいため、様々な誤解を受けるこ

とがあります。 

内部障害の方の中には、電車などの優先席に座り

たい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害

者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望

していることがあります。 

このマークを着用されている方を見かけた場合に

は、内部障害への配慮について、ご理解、ご協力を

お願いいたします。 

【障害者雇用支援マーク】 公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の

在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた

企業、団体に対して付与する認証マークです。 

雇用を促進している企業や障害者雇用を促進した

いという企業と就労を希望する障害者の橋渡しを行

い、障害者の就労を取り巻く環境をより整備するも

のです。 
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名 称 概 要 等 

【「白杖ＳＯＳシグナル」 

普及啓発シンボルマーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会福祉法人日本盲人会 

連合推奨マーク 

白杖を頭上 50cm 程度に掲げてＳＯＳのシグナ

ルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、

進んで声をかけて支援しようという「白杖ＳＯＳシ

グナル」運動の普及啓発シンボルマークです。 

自杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進ん

で声をかけ、困っていることなどを聞き、サポート

をしてください。 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇

しそうな場合は、白杖によりＳＯＳのシグナルを示していなく

ても、声をかけてサポートをしてください。 

【ヘルプマーク】 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難

病の方、又は妊娠初期の方など、外見からわからな

くても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の

方に配慮を必要としていることを知らせることがで

きるマークです（JIS 規格）。 

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、

電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれ

ば声をかける等、思いやりのある行動をお願いいた

します。 
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